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防災は一人ひとりの備えから！
～防災ガイドブックを見て
　　 防災シミュレーション！～
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　　 防災シミュレーション！～
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防災は一人ひとりの備えから！
～防災ガイドブックを見て防災シミュレーション！～

特集

　地震、風水害、土砂災害などに関する基本的な知識や災害発生時の対処法、
また避難所等を記した防災マップを１冊にまとめたガイドブックです。　　
　令和８年改訂版の防災ガイドブックを市内全戸に配布しています。ご家庭の
分かりやすいところに常備していただき、ご家庭内や地域での防災対策にお役
立てください。

新たな防災気象情報の運用を5月29日から開始しています。情報名称に警戒レベルの数
字をつけて発表することで、市などが発表する避難情報や住民がとるべき避難行動との
対応が分かりやすくなりました。

防災ガイドブックとは…

防災情報を
収集しよう！

防災ガイドブックP2､P3参照

※防災ガイドブックP144､P145参照

新たな防災気象情報の運用を開始！
警戒レベルの数字をつけて発表します !!

災害時には、自分で積極的に情報収集することが大切です。
自分の必要な情報を素早く入手できるよう日頃から確認をしておきましょう。

音声お知らせ端末
避難情報や避難所開設状況など
の緊急情報は最大音量で放送し
ます。停電時
に電池が切れ
ていると放送
されませんの
で定期的に点
検・交換をし
てください。

豊後大野市防災アプリ
「＠InfoCanal｣

避難情報や避難所開設状況など
の緊急情報をリアルタイムに文
字で確認することができます。

豊後大野市
ケーブルテレビ

災害時には画面にＬ字型で
緊急情報を流します。

市ホームページ
（防災情報）

緊急時にはトップ画面に「重要
なお知らせ」を掲載します。そ
の他にもハザードマップや避難
所一覧表など防災に役立つ情
報も掲載しています。

防災行政無線
（屋外スピーカー）
避難情報やＪ
アラートなど
の緊急情報の
他にさまざま
な行政情報も
放送します。

【iPhoneの方】
App Store

【Androidの方】
Google Play

▶問い合わせ先　総務課　防災危機管理室　　　0974-22-1061（内線2410）

●情報名称の最終決定は、法制度などとの関係も踏まえ、気象庁・国土交通省が行う。
●防災気象情報（大雨、氾濫、土砂災害、高潮）を５段階の警戒レベルに合わせて発表。
●対象災害ごとの情報として整理するとともに、レベル４の情報として「危険警報※１」を新設。
●情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表。（例：レベル４大雨危険警報）
●情報と対応する防災行動との関係が明確に。
※１ 警報と特別警報の間「警戒レベル４」の位置付けで、避難指示発令の有無にかかわらず住民自ら

判断し、危険な場所からの全員避難を促すもの

警戒
レベル

大雨
低地の浸水や
小さな河川の氾濫

氾濫
1級河川などの
大きな河川の氾濫

土砂災害
急傾斜地の

がけ崩れや土石流

高潮
海水面の上昇や
高波による浸水

早期注意情報

〈警戒レベル4までに危険な場所から かならず避難！〉

5

4
3
2
1

レベル5
大雨特別警報

レベル5
氾濫特別警報

レベル5
土砂災害特別警報

レベル5
高潮特別警報

レベル4
大雨危険警報

レベル4
氾濫危険警報

レベル4
土砂災害危険警報

レベル4
高潮危険警報

レベル3
大雨警報

レベル3
氾濫警報

レベル3
土砂災害警報

レベル3
高潮警報

レベル2
大雨注意報

レベル2
氾濫注意報

レベル2
土砂災害注意報

レベル2
高潮注意報

避難情報等
（警戒レベル）

避難情報等住民がとるべき行動状況警戒
レベル

災害発生
又は切迫

緊急安全確保
（市町村が発令）

命の危険　直ちに安全確保！
•警戒レベル５は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況
です。
•警戒レベル５緊急安全確保の発令を待ってはいけません!
• ただし、警戒レベル５は、市区町村が災害の発生・切迫を把握
できた場合に、可能な範囲で発令される情報であり、必ず発
令される情報ではありません。

5
＜警戒レベル４までに必ず避難!＞

災害の
おそれ高い

危険な場所から全員避難
•警戒レベル４避難指示は、立退き避難に必要な時間や日没時
間等を考慮して発令される情報で、このタイミングで危険な
場所から避難する必要があります。

避難指示
（市町村が発令）4

危険な場所から高齢者等は避難
•「高齢者等」は障がいのある人や避難を支援する者も含んで
います。
•さらに、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合
わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミ
ングです。

災害の
おそれあり

高齢者等避難
（市町村が発令）3

気象状況悪化 自らの避難行動を確認
大雨・洪水・
高潮注意報
（気象庁が発表）2

今後気象状況
悪化のおそれ 災害への心構えを高める 早期注意情報

（気象庁が発表）1

警戒レベルに
数字がついて発表

発表された
数字からとるべき
避難行動を確認

作成：大分地方気象台
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防災は一人ひとりの備えから！
～防災ガイドブックを見て防災シミュレーション！～

特集

　地震、風水害、土砂災害などに関する基本的な知識や災害発生時の対処法、
また避難所等を記した防災マップを１冊にまとめたガイドブックです。　　
　令和８年改訂版の防災ガイドブックを市内全戸に配布しています。ご家庭の
分かりやすいところに常備していただき、ご家庭内や地域での防災対策にお役
立てください。

新たな防災気象情報の運用を5月29日から開始しています。情報名称に警戒レベルの数
字をつけて発表することで、市などが発表する避難情報や住民がとるべき避難行動との
対応が分かりやすくなりました。

防災ガイドブックとは…

防災情報を
収集しよう！

防災ガイドブックP2､P3参照

※防災ガイドブックP144､P145参照

新たな防災気象情報の運用を開始！
警戒レベルの数字をつけて発表します !!

災害時には、自分で積極的に情報収集することが大切です。
自分の必要な情報を素早く入手できるよう日頃から確認をしておきましょう。

音声お知らせ端末
避難情報や避難所開設状況など
の緊急情報は最大音量で放送し
ます。停電時
に電池が切れ
ていると放送
されませんの
で定期的に点
検・交換をし
てください。

豊後大野市防災アプリ
「＠InfoCanal｣

避難情報や避難所開設状況など
の緊急情報をリアルタイムに文
字で確認することができます。

豊後大野市
ケーブルテレビ

災害時には画面にＬ字型で
緊急情報を流します。

市ホームページ
（防災情報）

緊急時にはトップ画面に「重要
なお知らせ」を掲載します。そ
の他にもハザードマップや避難
所一覧表など防災に役立つ情
報も掲載しています。

防災行政無線
（屋外スピーカー）
避難情報やＪ
アラートなど
の緊急情報の
他にさまざま
な行政情報も
放送します。

【iPhoneの方】
App Store

【Androidの方】
Google Play

▶問い合わせ先　総務課　防災危機管理室　　　0974-22-1061（内線2410）

●情報名称の最終決定は、法制度などとの関係も踏まえ、気象庁・国土交通省が行う。
●防災気象情報（大雨、氾濫、土砂災害、高潮）を５段階の警戒レベルに合わせて発表。
●対象災害ごとの情報として整理するとともに、レベル４の情報として「危険警報※１」を新設。
●情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表。（例：レベル４大雨危険警報）
●情報と対応する防災行動との関係が明確に。
※１ 警報と特別警報の間「警戒レベル４」の位置付けで、避難指示発令の有無にかかわらず住民自ら

判断し、危険な場所からの全員避難を促すもの

警戒
レベル

大雨
低地の浸水や
小さな河川の氾濫

氾濫
1級河川などの
大きな河川の氾濫

土砂災害
急傾斜地の

がけ崩れや土石流

高潮
海水面の上昇や
高波による浸水

早期注意情報

〈警戒レベル4までに危険な場所から かならず避難！〉

5

4
3
2
1

レベル5
大雨特別警報

レベル5
氾濫特別警報

レベル5
土砂災害特別警報

レベル5
高潮特別警報

レベル4
大雨危険警報

レベル4
氾濫危険警報

レベル4
土砂災害危険警報

レベル4
高潮危険警報

レベル3
大雨警報

レベル3
氾濫警報

レベル3
土砂災害警報

レベル3
高潮警報

レベル2
大雨注意報

レベル2
氾濫注意報

レベル2
土砂災害注意報

レベル2
高潮注意報

避難情報等
（警戒レベル）

避難情報等住民がとるべき行動状況警戒
レベル

災害発生
又は切迫

緊急安全確保
（市町村が発令）

命の危険　直ちに安全確保！
•警戒レベル５は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況
です。
•警戒レベル５緊急安全確保の発令を待ってはいけません!
• ただし、警戒レベル５は、市区町村が災害の発生・切迫を把握
できた場合に、可能な範囲で発令される情報であり、必ず発
令される情報ではありません。

5
＜警戒レベル４までに必ず避難!＞

災害の
おそれ高い

危険な場所から全員避難
•警戒レベル４避難指示は、立退き避難に必要な時間や日没時
間等を考慮して発令される情報で、このタイミングで危険な
場所から避難する必要があります。

避難指示
（市町村が発令）4

危険な場所から高齢者等は避難
•「高齢者等」は障がいのある人や避難を支援する者も含んで
います。
•さらに、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合
わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミ
ングです。

災害の
おそれあり

高齢者等避難
（市町村が発令）3

気象状況悪化 自らの避難行動を確認
大雨・洪水・
高潮注意報
（気象庁が発表）2

今後気象状況
悪化のおそれ 災害への心構えを高める 早期注意情報

（気象庁が発表）1

警戒レベルに
数字がついて発表

発表された
数字からとるべき
避難行動を確認

作成：大分地方気象台
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　南海トラフ地震臨時情報とは　南海トラフ地震
の想定震源域内で異常な現象が観測され、地震発
生の可能性が相対的に高まっていると評価された
場合などに気象庁から発表される情報です。
※地震の規模や発生場所、発生時刻を高い確度で
予測（予知）する情報ではありません。

▶問い合わせ先　社会福祉課　福祉監査係　　　0974-22-1040（内線2152）

 

　市では、災害の発生または発生するおそれ
がある場合に備え、高齢者や障がい者など自
力での避難が困難な方について、「避難行動
要支援者名簿」を作成して、避難支援等関係
者に情報を提供し、避難支援の体制を構築し
ています。
　併せて、地域で見守り助け合えるようご自
身の支援者や避難場所などを決めておく「個
別避難計画」の作成を進めています。

　この名簿は、災害対策基本法の規定により、市が作成するもので、登録対象者となる本人の同意を得て、避
難支援等関係者（自治会、自主防災組織、民生児童委員、社会福祉協議会、消防団、警察署など）に日頃から
の要支援者の見守りや、災害時の避難支援、安否確認を行うための基礎資料として情報提供するものです。

　一人ひとりについて、あらかじめ、誰と、どこに避難
するか、避難するときにどのような配慮が必要になるか
を記載した「個別避難計画」の作成を進めています。
　避難行動要支援者名簿の登録対象者へ「避難行動要
支援者名簿登録同意書」と一緒に「個別避難計画書」を
随時お送りしますので、個別避難計画の作成を希望され
る方は必要事項を記入し提出をお願いします。

自力で避難が
困難な方

避難支援等関係者
自治会、自主防災組織、
民生児童委員、
社会福祉協議会、
消防団、警察署　など

災害時、自力での避難が困難な方を支援します

特集

南海トラフ地震臨時情報と防災対応
南海トラフ地震が発生したらどうする？

避難行動要支援者名簿とは

個別避難計画とは

 登録対象者　
　避難行動要支援者の登録対象者は次のい
ずれかの方です。
◆要介護認定３以上を受けている人
◆身体障害者手帳２級以上を持っている人
◆療育手帳Aを持っている人

 記載される内容
◆支援が必要な人の氏名、住所、連絡先
◆支援する人や団体などの名称
◆支援する際の留意事項
◆災害時の避難先　など
※個人情報は漏えいがないように厳重に管
理し、避難行動要支援者の支援以外には
使用しません。

災害時の避難支援
安否確認

事前の情報提供
同意確認書の提出

情報の提供
（同意された方のみ）

◆精神障害者保健福祉手帳２級以上を持っている人
◆難病患者
◆常時特別の医療を必要とする在宅療養者
◆その他支援が必要な人
※いずれも自宅に住んでいる人が対象です。「施設入
所」や「長期入院」の人は対象になりません。

　いざというとき、地域の助け合いが被害を最小限
に抑えることから、自力での避難に不安を抱えてい
る方を、地域で見守り、助け合えるよう、本人や地
域が主体となった個別避難計画の作成を進めていき
ましょう。
　地域の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

市役所

※防災ガイドブックP13参照

南海トラフ地震の発生に備えて、
防災対応の流れを確認しておこう！

　

後
生
発

※

※１　想定震源域のプレート境界でM8.0 以上の地震が発生
※２　想定震源域、またはその周辺でM7.０以上の地震が発生（ただし、プレート境界のM8.0 以上の地震を除く）
※３　住民が揺れを感じることがない、プレート境界面のゆっくりとしたずれによる地殻変動を観測した場合など

プレート境界の
M8.0以上の地震（※1）

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意）

南海トラフ地震臨時情報
（調査終了）

M7.0以上の
地震（※2）

ゆっくりすべり
（※3） それ以外

防災対応をとる必要あり 必要なし

●津波からの避難が間に合わ

●地震の発生に注意しながら通常の生活を送る。

●地震の発生に注意しながら
通常の生活を送る。

国からの呼びかけなどに
従って行動を

・警戒措置を解除し、さらに1週間、
 地震への注意措置をとる。

i

i i

南海トラフ地震臨時情報（調査中）
発生から５分～30分後

南海トラフの想定震源域またはその周辺で
M6.8以上の地震が発生

南海トラフの想定震源域のプレート境界面で
通常とは異なる

ゆっくりすべりが発生した可能性

地震発生後の防災対応の流れ

　ただし、大規模地震が起き
る可能性がなくなったわけ
ではないことに留意

●日頃からの地震への備えを
再確認するなど

●日頃からの地震への備えを
再確認するなど

ない一部の地域では引き続
週間避難を継続

●日頃からの地震への備えを
再確認するなど

●通常の生活。ただし、
大規模地震が起きる可
能性がなくなったわけ
ではないことに留意

　ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意

※

で
ま
る
れ
さ
価
評
　

※気象庁ホームページより一部を抜粋、編集して掲載

き１
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　南海トラフ地震臨時情報とは　南海トラフ地震
の想定震源域内で異常な現象が観測され、地震発
生の可能性が相対的に高まっていると評価された
場合などに気象庁から発表される情報です。
※地震の規模や発生場所、発生時刻を高い確度で
予測（予知）する情報ではありません。

▶問い合わせ先　社会福祉課　福祉監査係　　　0974-22-1040（内線2152）

 

　市では、災害の発生または発生するおそれ
がある場合に備え、高齢者や障がい者など自
力での避難が困難な方について、「避難行動
要支援者名簿」を作成して、避難支援等関係
者に情報を提供し、避難支援の体制を構築し
ています。
　併せて、地域で見守り助け合えるようご自
身の支援者や避難場所などを決めておく「個
別避難計画」の作成を進めています。

　この名簿は、災害対策基本法の規定により、市が作成するもので、登録対象者となる本人の同意を得て、避
難支援等関係者（自治会、自主防災組織、民生児童委員、社会福祉協議会、消防団、警察署など）に日頃から
の要支援者の見守りや、災害時の避難支援、安否確認を行うための基礎資料として情報提供するものです。

　一人ひとりについて、あらかじめ、誰と、どこに避難
するか、避難するときにどのような配慮が必要になるか
を記載した「個別避難計画」の作成を進めています。
　避難行動要支援者名簿の登録対象者へ「避難行動要
支援者名簿登録同意書」と一緒に「個別避難計画書」を
随時お送りしますので、個別避難計画の作成を希望され
る方は必要事項を記入し提出をお願いします。

自力で避難が
困難な方

避難支援等関係者
自治会、自主防災組織、
民生児童委員、
社会福祉協議会、
消防団、警察署　など

災害時、自力での避難が困難な方を支援します

特集

南海トラフ地震臨時情報と防災対応
南海トラフ地震が発生したらどうする？

避難行動要支援者名簿とは

個別避難計画とは

 登録対象者　
　避難行動要支援者の登録対象者は次のい
ずれかの方です。
◆要介護認定３以上を受けている人
◆身体障害者手帳２級以上を持っている人
◆療育手帳Aを持っている人

 記載される内容
◆支援が必要な人の氏名、住所、連絡先
◆支援する人や団体などの名称
◆支援する際の留意事項
◆災害時の避難先　など
※個人情報は漏えいがないように厳重に管
理し、避難行動要支援者の支援以外には
使用しません。

災害時の避難支援
安否確認

事前の情報提供
同意確認書の提出

情報の提供
（同意された方のみ）

◆精神障害者保健福祉手帳２級以上を持っている人
◆難病患者
◆常時特別の医療を必要とする在宅療養者
◆その他支援が必要な人
※いずれも自宅に住んでいる人が対象です。「施設入
所」や「長期入院」の人は対象になりません。

　いざというとき、地域の助け合いが被害を最小限
に抑えることから、自力での避難に不安を抱えてい
る方を、地域で見守り、助け合えるよう、本人や地
域が主体となった個別避難計画の作成を進めていき
ましょう。
　地域の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

市役所

※防災ガイドブックP13参照

南海トラフ地震の発生に備えて、
防災対応の流れを確認しておこう！

　

後
生
発

※

※１　想定震源域のプレート境界でM8.0 以上の地震が発生
※２　想定震源域、またはその周辺でM7.０以上の地震が発生（ただし、プレート境界のM8.0 以上の地震を除く）
※３　住民が揺れを感じることがない、プレート境界面のゆっくりとしたずれによる地殻変動を観測した場合など

プレート境界の
M8.0以上の地震（※1）

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意）

南海トラフ地震臨時情報
（調査終了）

M7.0以上の
地震（※2）

ゆっくりすべり
（※3） それ以外

防災対応をとる必要あり 必要なし

●津波からの避難が間に合わ

●地震の発生に注意しながら通常の生活を送る。

●地震の発生に注意しながら
通常の生活を送る。

国からの呼びかけなどに
従って行動を

・警戒措置を解除し、さらに1週間、
 地震への注意措置をとる。

i

i i

南海トラフ地震臨時情報（調査中）
発生から５分～30分後

南海トラフの想定震源域またはその周辺で
M6.8以上の地震が発生

南海トラフの想定震源域のプレート境界面で
通常とは異なる

ゆっくりすべりが発生した可能性

地震発生後の防災対応の流れ

　ただし、大規模地震が起き
る可能性がなくなったわけ
ではないことに留意

●日頃からの地震への備えを
再確認するなど

●日頃からの地震への備えを
再確認するなど

ない一部の地域では引き続
週間避難を継続

●日頃からの地震への備えを
再確認するなど

●通常の生活。ただし、
大規模地震が起きる可
能性がなくなったわけ
ではないことに留意

　ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけではないことに留意

※

で
ま
る
れ
さ
価
評
　

※気象庁ホームページより一部を抜粋、編集して掲載

き１
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男女共同参画市民講座
「ブレインジム体験」の
受講者募集

梅雨前線・
台風シーズン到来
耕地災害の備えを！

65歳、70歳、75歳、80歳になる皆さまへ
元気アップ！体力・筋量測定健診を開催します

市 か ら の

お知らせ

● 市役所、支所電話番号、窓口受付時間
市役所　　  　  0974-22-1001
清川支所　  　  0974-35-2111
緒方支所　  　  0974-42-2111
朝地支所　  　  0974-72-1111
大野支所　  　  0974-34-2301
千歳支所　  　  0974-37-2111
犬飼支所　  　  097-578-1111

市内無料電話（９発信）をご利用く
ださい。
窓口受付時間  月～金 ８時30分～17時

（祝日・休日・年末年始除く）

● まちのうごき
人　口 　30,800人（－109人）
男 　14,497人（－62人）
女 　16,303人（－47人）

世帯数 　15,263世帯（－24世帯）
  令和８年４月30日現在（　）内は前月比

● 納税等のご案内
市県民税、国民健康保険税、介護保険料、
保育料（幼稚園・保育所・認定こども園）、
給食費、住宅等使用料、水道料金、農業
集落排水施設使用料、下水道使用料、浄
化槽使用料、養護老人ホーム入所負担金、
市営駐車場使用料、市有地貸付料、ケー
ブルテレビ使用料

納期限（口座振替日）６月30日㈫
ケーブルテレビ使用料　６月26日㈮

住みなれた地域でいつまでも暮らすために、
同世代の仲間と自分の体に向き合いませんか？
「元気アップ！ 体力・筋量測定健診」では、90秒乗るだけでハイレ

ベルな筋肉量の測定ができる機器を使用します。この測定結果に基
づき、専門職から今後の日常生活の送り方をアドバイスします。事前
申し込み制ですので、詳しくは対象者に送付された案内文書をご確
認ください。次の日程でご都合がつかない方は他の日時・会場でも受
けられますので、ご連絡ください。

対象者 　４月１日から令和９年３月
31日までに65歳、70歳、75歳、
80歳になる方 

内容 　体力測定（握力・片足立ち・歩
行テスト）、筋量測定、講話（口腔・
栄養・予防体操）

参加料 　無料
※所要時間は２時間の予定です。
日程

● 目次
02　特集
06　市からのお知らせ
15　人権・男女共同参画啓発コーナーほか
16　健康だより
18　図書館だよりほか
19　公民館だより
20　情報ボックス
23　ジオパーク広場ほか
24　ぶんごおおのトピックス
27　休日当番医ほか
28　生き活き女性ほか

▶問い合わせ先　高齢者福祉課　地域包括ケア推進係
　 0974-22-1049（内線2181）

これからの季節は、梅雨前線による長雨や台風
が多く発生することが予想されます。日頃から災
害への対策を万全にしておくことが大切です。

耕地災害復旧事業の申請は
災害復旧事業が採択される一定以上の雨量で、

農地や農業用施設が崩壊または決壊し、１カ所の
工事費が40万円以上の場合は、事業が適用され
ます。
申請時期・方法 　被災後、概ね７日以内に申請し
てください。申請者は、地元負担金を支払う方で
す。農林整備課または各支所で申請してくださ
い。申請の際、被災直後写真が必要になります。

負担金 　事業実施するには、地元負担金（10%）
があります。ただし、農地については面積に応
じて限度額があり、それを超える分は地元（本
人）負担となります。

事業実施時期 　原則、災害発生年度から３年以
内の復旧を目指します。近年は災害が多く発生
し、復旧完了には時間を要します。ご了承のう
え、申請をお願いします。

農業用施設の維持管理について
維持管理状況写真（作動確認、清掃、草刈作業
など）が必要となります。日頃から作業写真を
撮影し作業記録を保管しましょう。

豊後大野市農地等災害復旧支援事業補助金制度
について
甚大な災害で被災した農地・農業用施設を自力

復旧する場合、機械リース等経費の半額（上限10
万円）を補助する制度があります。

◆農地とは、水田や畑で耕作できる土地（保
全管理をしている）のことです。

◆農業用施設とは、ため池、頭首工、用・排
水路、揚水機、農道などで２戸以上が共同
で利用しているものです。農道は有効幅員
が1.2ｍ以上です。

※被災があっても、維持管理不良と見られる
ものは採択されません。水路の清掃や水田
の排水管理を行い、災害が起こる前に予防
に努めましょう。

今回は、ブレインジムインストラクターの灰
は い

谷
た に

佑
ゆ

季
き

さんを講師にお迎えし、ブレインジムの体験
講座を開催します。第１弾では、遊びを取り入れ
ながら楽しくブレインジムを体験し、第２弾では、
ブレインジムの基礎知識やエクササイズの体験、
ペアワークなど行います。お子さまの学習能力や
身体能力を高めたい方、日頃のストレスを軽減し
たい方、ぜひご参加ください。

第１弾  頭も心も体も元気になる、
  ブレインジム親子体験講座
日時 　７月４日㈯14時～15時40分

　　　  （受付13時45分～）
会場 　中央公民館　視聴覚室（市役所２階）
対象 　小学生とその保護者
人数 　先着10組
参加費 　無料
持ち物 　筆記用具、飲料水（エクササイズで使用します）

簡単な運動ができる服装でお越しください。
申し込み 　参加を希望する方は、電話またはホー
ムページからお申し込みください。
託児を希望する方は、各講座の開催の10日前
までにお申し込みください。

第２弾  頭も心もスッキリ、
  自分と繋がるブレインジム体験講座
日時 　７月24日㈮18時～20時10分

　　　  （受付17時45分～）
会場 　中央公民館　視聴覚室 （市役所２階）
対象 　18歳以上
人数 　先着30人
参加費 　無料
持ち物 　筆記用具、飲料水（エクササイズで使用します）

簡単な運動ができる服装でお越しください。
申し込み 　参加を希望する方
は、電話またはホームペー
ジからお申し込みください。
託児を希望する方は、各講座
の開催の10日前までにお申
し込みください。

▶問い合わせ先
　人権・部落差別解消推進課　男女共同参画係
　 0974-22-1039（内線2491）

▶問い合わせ先　農林整備課　基盤整備係
　 0974-22-1093（内線2338）

町名 年齢 日　　　　　時 会　　場

三重町

65歳 ６月23日㈫ 13時30分 ～15時30分
７月３日㈮ 13時30分 ～15時30分

保健センター
（市役所１階）

70歳 ６月23日㈫ ９時30分 ～11時30分
７月３日㈮ ９時30分 ～11時30分

75歳 ６月22日㈪ 13時30分 ～15時30分
７月１日㈬ 13時30分 ～15時30分

80歳 ６月22日㈪ ９時30分 ～11時30分
７月１日㈬ ９時30分 ～11時30分

清川町 対象者全員 ６月25日㈭ 13時30分 ～15時30分 神楽会館

緒方町
65歳・70歳 ６月26日㈮ 13時30分 ～15時30分

緒方公民館
75歳・80歳 ６月26日㈮ ９時30分 ～11時30分

朝地町
65歳・70歳 ６月29日㈪ 13時30分 ～15時30分

朝地支所
75歳・80歳 ６月29日㈪ ９時30分 ～11時30分

大野町
65歳・70歳 ６月30日㈫ 13時30分 ～15時30分

大野公民館
75歳・80歳　 ６月30日㈫ ９時30分 ～11時30分

千歳町 対象者全員 ６月25日㈭ ９時30分 ～11時30分 千歳公民館

犬飼町
65歳・70歳 ７月２日㈭ 13時30分 ～15時30分

犬飼公民館
75歳・80歳 ７月２日㈭ ９時30分 ～11時30分

市ホームページはこちら→
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男女共同参画市民講座
「ブレインジム体験」の
受講者募集

梅雨前線・
台風シーズン到来
耕地災害の備えを！

65歳、70歳、75歳、80歳になる皆さまへ
元気アップ！体力・筋量測定健診を開催します

市 か ら の

お知らせ

● 市役所、支所電話番号、窓口受付時間
市役所　　  　  0974-22-1001
清川支所　  　  0974-35-2111
緒方支所　  　  0974-42-2111
朝地支所　  　  0974-72-1111
大野支所　  　  0974-34-2301
千歳支所　  　  0974-37-2111
犬飼支所　  　  097-578-1111

市内無料電話（９発信）をご利用く
ださい。
窓口受付時間  月～金 ８時30分～17時

（祝日・休日・年末年始除く）

● まちのうごき
人　口 　30,800人（－109人）
男 　14,497人（－62人）
女 　16,303人（－47人）

世帯数 　15,263世帯（－24世帯）
  令和８年４月30日現在（　）内は前月比

● 納税等のご案内
市県民税、国民健康保険税、介護保険料、
保育料（幼稚園・保育所・認定こども園）、
給食費、住宅等使用料、水道料金、農業
集落排水施設使用料、下水道使用料、浄
化槽使用料、養護老人ホーム入所負担金、
市営駐車場使用料、市有地貸付料、ケー
ブルテレビ使用料

納期限（口座振替日）６月30日㈫
ケーブルテレビ使用料　６月26日㈮

住みなれた地域でいつまでも暮らすために、
同世代の仲間と自分の体に向き合いませんか？
「元気アップ！ 体力・筋量測定健診」では、90秒乗るだけでハイレ

ベルな筋肉量の測定ができる機器を使用します。この測定結果に基
づき、専門職から今後の日常生活の送り方をアドバイスします。事前
申し込み制ですので、詳しくは対象者に送付された案内文書をご確
認ください。次の日程でご都合がつかない方は他の日時・会場でも受
けられますので、ご連絡ください。

対象者 　４月１日から令和９年３月
31日までに65歳、70歳、75歳、
80歳になる方 

内容 　体力測定（握力・片足立ち・歩
行テスト）、筋量測定、講話（口腔・
栄養・予防体操）

参加料 　無料
※所要時間は２時間の予定です。
日程

● 目次
02　特集
06　市からのお知らせ
15　人権・男女共同参画啓発コーナーほか
16　健康だより
18　図書館だよりほか
19　公民館だより
20　情報ボックス
23　ジオパーク広場ほか
24　ぶんごおおのトピックス
27　休日当番医ほか
28　生き活き女性ほか

▶問い合わせ先　高齢者福祉課　地域包括ケア推進係
　 0974-22-1049（内線2181）

これからの季節は、梅雨前線による長雨や台風
が多く発生することが予想されます。日頃から災
害への対策を万全にしておくことが大切です。

耕地災害復旧事業の申請は
災害復旧事業が採択される一定以上の雨量で、

農地や農業用施設が崩壊または決壊し、１カ所の
工事費が40万円以上の場合は、事業が適用され
ます。
申請時期・方法 　被災後、概ね７日以内に申請し
てください。申請者は、地元負担金を支払う方で
す。農林整備課または各支所で申請してくださ
い。申請の際、被災直後写真が必要になります。

負担金 　事業実施するには、地元負担金（10%）
があります。ただし、農地については面積に応
じて限度額があり、それを超える分は地元（本
人）負担となります。

事業実施時期 　原則、災害発生年度から３年以
内の復旧を目指します。近年は災害が多く発生
し、復旧完了には時間を要します。ご了承のう
え、申請をお願いします。

農業用施設の維持管理について
維持管理状況写真（作動確認、清掃、草刈作業
など）が必要となります。日頃から作業写真を
撮影し作業記録を保管しましょう。

豊後大野市農地等災害復旧支援事業補助金制度
について
甚大な災害で被災した農地・農業用施設を自力

復旧する場合、機械リース等経費の半額（上限10
万円）を補助する制度があります。

◆農地とは、水田や畑で耕作できる土地（保
全管理をしている）のことです。

◆農業用施設とは、ため池、頭首工、用・排
水路、揚水機、農道などで２戸以上が共同
で利用しているものです。農道は有効幅員
が1.2ｍ以上です。

※被災があっても、維持管理不良と見られる
ものは採択されません。水路の清掃や水田
の排水管理を行い、災害が起こる前に予防
に努めましょう。

今回は、ブレインジムインストラクターの灰
は い

谷
た に

佑
ゆ

季
き

さんを講師にお迎えし、ブレインジムの体験
講座を開催します。第１弾では、遊びを取り入れ
ながら楽しくブレインジムを体験し、第２弾では、
ブレインジムの基礎知識やエクササイズの体験、
ペアワークなど行います。お子さまの学習能力や
身体能力を高めたい方、日頃のストレスを軽減し
たい方、ぜひご参加ください。

第１弾  頭も心も体も元気になる、
  ブレインジム親子体験講座
日時 　７月４日㈯14時～15時40分

　　　  （受付13時45分～）
会場 　中央公民館　視聴覚室（市役所２階）
対象 　小学生とその保護者
人数 　先着10組
参加費 　無料
持ち物 　筆記用具、飲料水（エクササイズで使用します）

簡単な運動ができる服装でお越しください。
申し込み 　参加を希望する方は、電話またはホー
ムページからお申し込みください。
託児を希望する方は、各講座の開催の10日前
までにお申し込みください。

第２弾  頭も心もスッキリ、
  自分と繋がるブレインジム体験講座
日時 　７月24日㈮18時～20時10分

　　　  （受付17時45分～）
会場 　中央公民館　視聴覚室 （市役所２階）
対象 　18歳以上
人数 　先着30人
参加費 　無料
持ち物 　筆記用具、飲料水（エクササイズで使用します）

簡単な運動ができる服装でお越しください。
申し込み 　参加を希望する方
は、電話またはホームペー
ジからお申し込みください。
託児を希望する方は、各講座
の開催の10日前までにお申
し込みください。

▶問い合わせ先
　人権・部落差別解消推進課　男女共同参画係
　 0974-22-1039（内線2491）

▶問い合わせ先　農林整備課　基盤整備係
　 0974-22-1093（内線2338）

町名 年齢 日　　　　　時 会　　場

三重町

65歳 ６月23日㈫ 13時30分 ～15時30分
７月３日㈮ 13時30分 ～15時30分

保健センター
（市役所１階）

70歳 ６月23日㈫ ９時30分 ～11時30分
７月３日㈮ ９時30分 ～11時30分

75歳 ６月22日㈪ 13時30分 ～15時30分
７月１日㈬ 13時30分 ～15時30分

80歳 ６月22日㈪ ９時30分 ～11時30分
７月１日㈬ ９時30分 ～11時30分

清川町 対象者全員 ６月25日㈭ 13時30分 ～15時30分 神楽会館

緒方町
65歳・70歳 ６月26日㈮ 13時30分 ～15時30分

緒方公民館
75歳・80歳 ６月26日㈮ ９時30分 ～11時30分

朝地町
65歳・70歳 ６月29日㈪ 13時30分 ～15時30分

朝地支所
75歳・80歳 ６月29日㈪ ９時30分 ～11時30分

大野町
65歳・70歳 ６月30日㈫ 13時30分 ～15時30分

大野公民館
75歳・80歳　 ６月30日㈫ ９時30分 ～11時30分

千歳町 対象者全員 ６月25日㈭ ９時30分 ～11時30分 千歳公民館

犬飼町
65歳・70歳 ７月２日㈭ 13時30分 ～15時30分

犬飼公民館
75歳・80歳 ７月２日㈭ ９時30分 ～11時30分

市ホームページはこちら→
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不法投棄を見かけたら、環境衛生課に連絡を

自動販売機設置事業者を公募します

市 か ら のお知らせ

後期高齢者医療被保険者の方へ
令和８年度の後期高齢者保険料について

国民健康保険に加入する皆さまへ
令和８年度　国民健康保険税の改正内容をお知らせします

令和８年度の保険料　令和８年度の大分県後期高齢者医療保険料率は次のとおりです。

保険料の計算方法
保険料額は、医療分と子ども・子育て支援納付金分で構成されており、それぞれ被保険者全員が等しく負担する

①均等割額と、所得に応じて負担する②所得割額を合計して個人単位で計算されます。

※前年所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額となります。

保険料（均等割額）の軽減　世帯の状況に応じて以下のとおり均等割額が軽減されます。

軽減割合 軽減判定所得（世帯主および世帯の被保険者の総所得金額等の合計）が次に該当する世帯
7.2割（医療分）

７割（子ども・子育て分） 「基礎控除額（43万円）＋10万円 ×｛年金・給与所得者数－１｝」を超えない世帯

５割 「基礎控除額（43万円）＋31万円 × 世帯の被保険者数
＋10万円 ×｛年金・給与所得者数－１｝」を超えない世帯

２割 「基礎控除額（43万円）＋57万円 × 世帯の被保険者数
＋10万円 ×｛年金・給与所得者数－１｝」を超えない世帯

医療分 子ども・子育て支援納付金分 保険料合計
均 等 割 額 6万4,200円 1,400円 6万5,600円
所 得 割 率 11.25％ 0.24％ 11.49％
賦課限度額 85万円 2万1,000円 87万1,000円

▶問い合わせ先　市民生活課　国保年金係　 0974-22-1006（内線2127）

子ども・子育て支援納付金とは
令和８年度から少子化対策の抜本的強化に当たり、全世代で子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯のしく

みとして、後期高齢者医療保険の保険料（医療分）とあわせて子ども・子育て支援納付金分を徴収します。子ども・
子育て支援納付金は、児童手当の拡充やこども誰でも通園制度などの給付に充てられます。

市内の山中、河川沿いの崖下へ、
家庭ごみや家電などの不法投棄が
繰り返されています。
このような行為を見
かけたら、環境衛生
課または各支所に連
絡してください。

不法投棄した場合
不法投棄を行った者は、次

のとおり法律で罰せられます。
個人の場合  次のいずれか
一つまたは、その両方

◆５年以下の懲役　◆1,000万円以下の罰金
法人の場合 　◆３億円以下の罰金

市有財産の有効活用を図るため、自動販売機の設置
事業者を一般競争入札で公募します。
入札参加申込期間

６月10日㈬～23日㈫
８時30分～17時（土・日・祝日を除く）

申込書提出先 　財政課管財係（市役所４階）
入札日 　７月８日㈬　10時　

入札場所 　市役所４階　入札室
設置自動販売機の種類 　清涼飲料水の自動販売機
（缶、瓶、ペットボトル等密閉容器の販売）
設置場所等

物件番号１　市役所本庁舎２階フロア
設置期間 　８月１日～令和11年３月31日

（２年８カ月）

①子ども・子育て支援金分の賦課・徴収が始まります（全ての18歳以上の方が対象）
　国民健康保険税について、従来の医療分・後期支援金分・介護納付金分（介護分）に加え、令和８年度から子ども・
子育て支援金分（子ども分）の賦課・徴収が始まります。子ども分は、全ての被保険者に課税（18歳未満被保険者の
均等割額については全額軽減）されます。詳しくはホームページをご覧ください。

②賦課限度額を引き上げました
　国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方
全員の前年の所得に基づき、「医療分」、「後期支援分」、

「介護分」、「子ども分」を合算して課税します。令和
８年度は、医療分と子ども分について、限度額の変更
を行いました。
変更内容

医療分 限度額　【変更前】66万円 →【変更後】67万円
子ども分 限度額　【変更後】３万円

◆国民健康保険税の算定方法

区分 医療分 後期
支援分 介護分※ 子ども

分
所得割率

課税標準額×率 9.50% 2.90％ 2.70％ 0.31%

均等割額
１人当たり 2万4,000円 8,600円 8,800円 900円

18歳以上
均等割額

１人当たり
- - - 100円

平等割額
１世帯当たり 1万9,000円 6,600円 5,000円 600円

賦課限度額 67万円 26万円 17万円 3万円

※「介護分」は、40歳以上65歳未満の方が対象です。

③  軽減判定所得（所得に応じた軽減制度）を引き上
げました
世帯主（擬制世帯主※含む）と加入者等の前年の合計所

得（総所得金額）が軽減判定所得を下回る世帯について
は、均等割額と平等割額が軽減されます。令和８年度
は、軽減判定所得の計算方法を次のとおり変更しました。
※  擬制世帯主･･･世帯主が国保に加入しておらず、家族が国保

に加入している世帯のことを擬制世帯といい、国保に加入し
ていない世帯主のことを擬制世帯主といいます。

軽減
割合 軽減判定所得 変更点

７割 43万円+（給与所得者等*の数－１）
×10万円 変更なし

５割

43万円+（給与所得者等の数－１）
×10万円
+（31万円×国保加入者数及び特定
同一世帯所属者数）

30.5万円
→31万円

２割

43万円+（給与所得者等の数－１）
×10万円
+（57万円×国保加入者数及び特定
同一世帯所属者数）

56万円
→57万円

＊  「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等所得
者のことです。下線部の加算は、世帯に給与所得者が2人以
上いる場合に適用されます。

▶問い合わせ先　税務課　民税係　 0974-22-3044（内線2104）

年間保険料
（医療分＋子ども・子育て分）

（賦課限度額）

① 均等割額
（医療分＋子ども・子育て分）

6万5,600円

② 所得割額
（医療分＋子ども・子育て分）

前年所得※×所得割率
＝ ＋

▶問い合わせ先　環境衛生課　環境衛生係　 0974-22-1027（内線2303）

▶問い合わせ先　財政課　管財係　 0974-22-1003（内線2428）

8市報2026.6



不法投棄を見かけたら、環境衛生課に連絡を

自動販売機設置事業者を公募します

市 か ら のお知らせ

後期高齢者医療被保険者の方へ
令和８年度の後期高齢者保険料について

国民健康保険に加入する皆さまへ
令和８年度　国民健康保険税の改正内容をお知らせします

令和８年度の保険料　令和８年度の大分県後期高齢者医療保険料率は次のとおりです。

保険料の計算方法
保険料額は、医療分と子ども・子育て支援納付金分で構成されており、それぞれ被保険者全員が等しく負担する

①均等割額と、所得に応じて負担する②所得割額を合計して個人単位で計算されます。

※前年所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額となります。

保険料（均等割額）の軽減　世帯の状況に応じて以下のとおり均等割額が軽減されます。

軽減割合 軽減判定所得（世帯主および世帯の被保険者の総所得金額等の合計）が次に該当する世帯
7.2割（医療分）

７割（子ども・子育て分） 「基礎控除額（43万円）＋10万円 ×｛年金・給与所得者数－１｝」を超えない世帯

５割 「基礎控除額（43万円）＋31万円 × 世帯の被保険者数
＋10万円 ×｛年金・給与所得者数－１｝」を超えない世帯

２割 「基礎控除額（43万円）＋57万円 × 世帯の被保険者数
＋10万円 ×｛年金・給与所得者数－１｝」を超えない世帯

医療分 子ども・子育て支援納付金分 保険料合計
均 等 割 額 6万4,200円 1,400円 6万5,600円
所 得 割 率 11.25％ 0.24％ 11.49％
賦課限度額 85万円 2万1,000円 87万1,000円

▶問い合わせ先　市民生活課　国保年金係　 0974-22-1006（内線2127）

子ども・子育て支援納付金とは
令和８年度から少子化対策の抜本的強化に当たり、全世代で子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯のしく

みとして、後期高齢者医療保険の保険料（医療分）とあわせて子ども・子育て支援納付金分を徴収します。子ども・
子育て支援納付金は、児童手当の拡充やこども誰でも通園制度などの給付に充てられます。

市内の山中、河川沿いの崖下へ、
家庭ごみや家電などの不法投棄が
繰り返されています。
このような行為を見
かけたら、環境衛生
課または各支所に連
絡してください。

不法投棄した場合
不法投棄を行った者は、次

のとおり法律で罰せられます。
個人の場合  次のいずれか
一つまたは、その両方

◆５年以下の懲役　◆1,000万円以下の罰金
法人の場合 　◆３億円以下の罰金

市有財産の有効活用を図るため、自動販売機の設置
事業者を一般競争入札で公募します。
入札参加申込期間

６月10日㈬～23日㈫
８時30分～17時（土・日・祝日を除く）

申込書提出先 　財政課管財係（市役所４階）
入札日 　７月８日㈬　10時　

入札場所 　市役所４階　入札室
設置自動販売機の種類 　清涼飲料水の自動販売機
（缶、瓶、ペットボトル等密閉容器の販売）
設置場所等

物件番号１　市役所本庁舎２階フロア
設置期間 　８月１日～令和11年３月31日

（２年８カ月）

①子ども・子育て支援金分の賦課・徴収が始まります（全ての18歳以上の方が対象）
　国民健康保険税について、従来の医療分・後期支援金分・介護納付金分（介護分）に加え、令和８年度から子ども・
子育て支援金分（子ども分）の賦課・徴収が始まります。子ども分は、全ての被保険者に課税（18歳未満被保険者の
均等割額については全額軽減）されます。詳しくはホームページをご覧ください。

②賦課限度額を引き上げました
　国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方
全員の前年の所得に基づき、「医療分」、「後期支援分」、

「介護分」、「子ども分」を合算して課税します。令和
８年度は、医療分と子ども分について、限度額の変更
を行いました。
変更内容
医療分 限度額　【変更前】66万円 →【変更後】67万円
子ども分 限度額　【変更後】３万円

◆国民健康保険税の算定方法

区分 医療分 後期
支援分 介護分※ 子ども

分
所得割率

課税標準額×率 9.50% 2.90％ 2.70％ 0.31%

均等割額
１人当たり 2万4,000円 8,600円 8,800円 900円

18歳以上
均等割額

１人当たり
- - - 100円

平等割額
１世帯当たり 1万9,000円 6,600円 5,000円 600円

賦課限度額 67万円 26万円 17万円 3万円

※「介護分」は、40歳以上65歳未満の方が対象です。

③  軽減判定所得（所得に応じた軽減制度）を引き上
げました
世帯主（擬制世帯主※含む）と加入者等の前年の合計所

得（総所得金額）が軽減判定所得を下回る世帯について
は、均等割額と平等割額が軽減されます。令和８年度
は、軽減判定所得の計算方法を次のとおり変更しました。
※  擬制世帯主･･･世帯主が国保に加入しておらず、家族が国保

に加入している世帯のことを擬制世帯といい、国保に加入し
ていない世帯主のことを擬制世帯主といいます。

軽減
割合 軽減判定所得 変更点

７割 43万円+（給与所得者等*の数－１）
×10万円 変更なし

５割

43万円+（給与所得者等の数－１）
×10万円
+（31万円×国保加入者数及び特定
同一世帯所属者数）

30.5万円
→31万円

２割

43万円+（給与所得者等の数－１）
×10万円
+（57万円×国保加入者数及び特定
同一世帯所属者数）

56万円
→57万円

＊  「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等所得
者のことです。下線部の加算は、世帯に給与所得者が2人以
上いる場合に適用されます。

▶問い合わせ先　税務課　民税係　 0974-22-3044（内線2104）

年間保険料
（医療分＋子ども・子育て分）

（賦課限度額）

① 均等割額
（医療分＋子ども・子育て分）

6万5,600円

② 所得割額
（医療分＋子ども・子育て分）

前年所得※×所得割率
＝ ＋

▶問い合わせ先　環境衛生課　環境衛生係　 0974-22-1027（内線2303）

▶問い合わせ先　財政課　管財係　 0974-22-1003（内線2428）
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市 か ら のお知らせ

第68回
水道週間「たいせつな　
水道守ろう　未来へと」

日本語ボランティア
養成講座　受講者募集

ご存じですか？
特別障害者手当と障害児福祉手当

障害児福祉
手当

特別障害者
手当

令和９年二十歳を祝う会の開催と実行委員の募集

～こどもの個性に合った育て方のヒントをみつけませんか～
「ペアレント・プログラム」を開催します

６月１日から７日まで、全国一斉に水道週間が
実施されます。市では、今後も安全で良質な水を
安定的に供給できるよう努めます。
皆さんもご家庭で水道を清潔に管理し、漏水な

どにご注意ください。
水道の使い始め、使い終わりには届け出を
引っ越しなどにより水道を使い始めるとき、ま

たは使用を止めるときには前もって水道担当課へ
ご連絡ください。忙しく、どうしても届け出をす
る時間がない方は、家主さん、管理
会社等を介してご連絡ください。ま
た、オンラインでの申し込みもでき
ますので、ご活用ください。

水道工事をする場合には
水道法で、水道工事をする際には、給水装置工

事を適正に施工することができると認められた業
者が行うことになっています。
市の水道施設の新設・改修などをする場合は、

市指定の工事事業者（市ホームページ掲載）にお申
し込みください。

市では、増加傾向にある外国人住民の皆さんが
暮らしやすい地域づくりのために日本語教室を開
催しています。市内各地で開催している日本語教
室で日本語ボランティアとして活躍していただけ
る方を募集します。
日時 　７月16日㈭～９月10日㈭
毎週木曜日18時～20時（全８回予定）
※８月13日は除く

場所 　中央公民館（市役所２階）
内容
・やさしい日本語の使い方	
・日本語を使った外国人への日本語の教え方
・外国人とのコミュニケーションのとり方　など
講師 　原

は ら

	千
ち ひ ろ

尋	さん（大分市）	日本語教師
募集人数 　15人	 	
募集対象 　多文化共生や日本語教育に興味がある方
受講料 　無料　
※		豊後大野市国際交流協会（年会費1,000円）への
会員登録が必要です。

▶問い合わせ先　上下水道課
　 0974-22-3136　または　各支所

次の手当を支給しています。対象者は社会福祉課へお申し込みください。
特別障害者手当 障害児福祉手当

対象者 日常生活で、常時特別の介護を必要とする状態
にある在宅の20歳以上の重度障がい者

日常生活で、常時介護を必要とする状態にあ
る在宅の20歳未満の重度障がい児

対象となる
障がいの程度

おおむね次の障がいが二つ以上ある方、または
二つ以上ある場合と同程度以上の方
◆身体障害者手帳1、2級程度
◆療育手帳A（最重度）程度
◆日常生活が著しく困難な重度の精神障がい

おおむね次の障害のいずれかを有する方、ま
たは有する場合と同程度以上の方
◆身体障害者手帳1、2級程度
◆療育手帳A（最重度、重度）程度
◆日常生活が著しく困難な重度の精神障がい

手当内容 手当月額　30,450円
支給月　２・５・８・11月（各月10日）

手当月額　16,560円
支給月　２・５・８・11月（各月10日）

支給制限

◆本人（障害年金等の非課税年金含む）、配偶者、
扶養義務者のいずれかの前年の所得が一定額
以上の場合

◆施設に入所している場合
◆病院等に継続して3カ月以上入院している場合

◆本人、配偶者、扶養義務者のいずれかの前
年の所得が一定額以上の場合
◆施設に入所している場合
◆児童が障がいを事由とする年金を受けるこ
とができる場合

申請書類 認定請求書、所定の診断書、その他必要書類

注意事項 ◆申請を受け付けた月の翌月分から支給の対象です。　◆障がいの程度はあくまで目安です。
審査の結果、障がいの程度により、支給基準に該当しない場合があります。

令和９年「二十歳を祝う会」
の開催

日時 	 令和９年１月10日㈰
	 開式14時（受付13時～）
場所 	 エイトピアおおの	大ホール
対象 	 平成18年４月２日～
	 平成19年４月１日に生まれた方
　本市に住民登録のある方へ11月中に案内状を送
付します。市内出身者で住民登録のない
方は、10月末までに右の二次元コード
から申し込みいただければ、市から案内
状を送付します。

※		民法改正により、令和４年４月１日から成年
年齢が18歳に引下げられましたが、本市で
は、20歳の方を対象に式典を行います。

令和９年「二十歳を祝う会」
実行委員を募集 !
豊後大野市二十歳を祝う会は、20歳
の方が自ら企画・運営を行っています。自分たち
の手で二十歳を祝う会を作ってみたい方は、以下
の二次元コードからご応募ください。
募      集対象 	 令和８年度内に20歳を迎える方	
（平成18年４月２日～平成19年４月１日に生
まれた方）のうち、二十歳を祝う会の企画・運
営に興味のある人で実行委員の会議（計４回程
度）に出席できる方

※夜間開催予定
募集人員 	 各町から２人ずつ計14人程度
謝礼 　実行委員会１回につき1,000円
募集期限 	 ６月26日㈮
応募方法 	 右の二次元コードから
　　	 氏名等を回答

「ペアレント・プログラム」とは
お子さんの「行動」の見方を工夫し、お子さんを

「ほめる」ポイントの見つけ方を学ぶプログラムで
す。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
参加対象 　		幼児から小学校低学年のお子さんの保

護者（事前申し込みが必要です）

参  加費 　無料（託児あり）
申込期限 　６月15日㈪まで
申  込先
　みえまち子育て支援センターやしの実ひろば
　☎0974-22-0373（担当：吉良）

　日時 会場名 時　間 講座内容
７月 １日㈬

すがお地域交流センター
大会議室

14時～15時 ■自分やこどものことを書いてみよう
７月 ８日㈬ 14時～15時 ■行動で考えよう
７月15日㈬ 14時～15時 ■カテゴリーで分けて整理しよう
７月29日㈬ 14時～15時30分 ■ギリギリセーフ！を見つけよう
８月 ６日㈭ 14時～15時30分 ■ギリギリセーフ！をきわめよう
８月20日㈭ 14時～15時30分 ■ペアプロで見つけたことを確認しよう
９月30日㈬ 14時～15時 ■ペアプロで見つけたことを思い出そう

▶問い合わせ先　豊後大野市国際交流協会事務局
　まちづくり推進課内
　 0974-22-1042（内線2449）

▲使用開始・中止
　申込フォーム

▶申し込み・問い合わせ先　社会福祉課　障がい支援係　 0974-22-3083（内線2156）

▶問い合わせ先　社会教育課　社会教育係　 0974-22-1154（内線2231）

▶問い合わせ先　子育て支援課　こども支援係　 0974-22-1047（内線2133）
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市 か ら のお知らせ

第68回
水道週間「たいせつな　
水道守ろう　未来へと」

日本語ボランティア
養成講座　受講者募集

ご存じですか？
特別障害者手当と障害児福祉手当

障害児福祉
手当

特別障害者
手当

令和９年二十歳を祝う会の開催と実行委員の募集

～こどもの個性に合った育て方のヒントをみつけませんか～
「ペアレント・プログラム」を開催します

６月１日から７日まで、全国一斉に水道週間が
実施されます。市では、今後も安全で良質な水を
安定的に供給できるよう努めます。
皆さんもご家庭で水道を清潔に管理し、漏水な
どにご注意ください。

水道の使い始め、使い終わりには届け出を
引っ越しなどにより水道を使い始めるとき、ま
たは使用を止めるときには前もって水道担当課へ
ご連絡ください。忙しく、どうしても届け出をす
る時間がない方は、家主さん、管理
会社等を介してご連絡ください。ま
た、オンラインでの申し込みもでき
ますので、ご活用ください。

水道工事をする場合には
水道法で、水道工事をする際には、給水装置工
事を適正に施工することができると認められた業
者が行うことになっています。
市の水道施設の新設・改修などをする場合は、
市指定の工事事業者（市ホームページ掲載）にお申
し込みください。

市では、増加傾向にある外国人住民の皆さんが
暮らしやすい地域づくりのために日本語教室を開
催しています。市内各地で開催している日本語教
室で日本語ボランティアとして活躍していただけ
る方を募集します。
日時 　７月16日㈭～９月10日㈭
毎週木曜日18時～20時（全８回予定）
※８月13日は除く

場所 　中央公民館（市役所２階）
内容
・やさしい日本語の使い方	
・日本語を使った外国人への日本語の教え方
・外国人とのコミュニケーションのとり方　など
講師 　原

は ら

	千
ち ひ ろ

尋	さん（大分市）	日本語教師
募集人数 　15人	 	
募集対象 　多文化共生や日本語教育に興味がある方
受講料 　無料　
※		豊後大野市国際交流協会（年会費1,000円）への
会員登録が必要です。

▶問い合わせ先　上下水道課
　 0974-22-3136　または　各支所

次の手当を支給しています。対象者は社会福祉課へお申し込みください。
特別障害者手当 障害児福祉手当

対象者 日常生活で、常時特別の介護を必要とする状態
にある在宅の20歳以上の重度障がい者

日常生活で、常時介護を必要とする状態にあ
る在宅の20歳未満の重度障がい児

対象となる
障がいの程度

おおむね次の障がいが二つ以上ある方、または
二つ以上ある場合と同程度以上の方
◆身体障害者手帳1、2級程度
◆療育手帳A（最重度）程度
◆日常生活が著しく困難な重度の精神障がい

おおむね次の障害のいずれかを有する方、ま
たは有する場合と同程度以上の方
◆身体障害者手帳1、2級程度
◆療育手帳A（最重度、重度）程度
◆日常生活が著しく困難な重度の精神障がい

手当内容 手当月額　30,450円
支給月　２・５・８・11月（各月10日）

手当月額　16,560円
支給月　２・５・８・11月（各月10日）

支給制限

◆本人（障害年金等の非課税年金含む）、配偶者、
扶養義務者のいずれかの前年の所得が一定額
以上の場合

◆施設に入所している場合
◆病院等に継続して3カ月以上入院している場合

◆本人、配偶者、扶養義務者のいずれかの前
年の所得が一定額以上の場合

◆施設に入所している場合
◆児童が障がいを事由とする年金を受けるこ
とができる場合

申請書類 認定請求書、所定の診断書、その他必要書類

注意事項 ◆申請を受け付けた月の翌月分から支給の対象です。　◆障がいの程度はあくまで目安です。
審査の結果、障がいの程度により、支給基準に該当しない場合があります。

令和９年「二十歳を祝う会」
の開催

日時 	 令和９年１月10日㈰
	 開式14時（受付13時～）
場所 	 エイトピアおおの	大ホール
対象 	 平成18年４月２日～
	 平成19年４月１日に生まれた方
　本市に住民登録のある方へ11月中に案内状を送
付します。市内出身者で住民登録のない
方は、10月末までに右の二次元コード
から申し込みいただければ、市から案内
状を送付します。

※		民法改正により、令和４年４月１日から成年
年齢が18歳に引下げられましたが、本市で
は、20歳の方を対象に式典を行います。

令和９年「二十歳を祝う会」
実行委員を募集 !
豊後大野市二十歳を祝う会は、20歳

の方が自ら企画・運営を行っています。自分たち
の手で二十歳を祝う会を作ってみたい方は、以下
の二次元コードからご応募ください。
募      集対象 	 令和８年度内に20歳を迎える方	
（平成18年４月２日～平成19年４月１日に生
まれた方）のうち、二十歳を祝う会の企画・運
営に興味のある人で実行委員の会議（計４回程
度）に出席できる方

※夜間開催予定
募集人員 	 各町から２人ずつ計14人程度
謝礼 　実行委員会１回につき1,000円
募集期限 	 ６月26日㈮
応募方法 	 右の二次元コードから
　　	 氏名等を回答

「ペアレント・プログラム」とは
お子さんの「行動」の見方を工夫し、お子さんを

「ほめる」ポイントの見つけ方を学ぶプログラムで
す。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
参加対象 　		幼児から小学校低学年のお子さんの保

護者（事前申し込みが必要です）

参  加費 　無料（託児あり）
申込期限 　６月15日㈪まで
申  込先
　みえまち子育て支援センターやしの実ひろば
　☎0974-22-0373（担当：吉良）

　日時 会場名 時　間 講座内容
７月 １日㈬

すがお地域交流センター
大会議室

14時～15時 ■自分やこどものことを書いてみよう
７月 ８日㈬ 14時～15時 ■行動で考えよう
７月15日㈬ 14時～15時 ■カテゴリーで分けて整理しよう
７月29日㈬ 14時～15時30分 ■ギリギリセーフ！を見つけよう
８月 ６日㈭ 14時～15時30分 ■ギリギリセーフ！をきわめよう
８月20日㈭ 14時～15時30分 ■ペアプロで見つけたことを確認しよう
９月30日㈬ 14時～15時 ■ペアプロで見つけたことを思い出そう

▶問い合わせ先　豊後大野市国際交流協会事務局
　まちづくり推進課内
　 0974-22-1042（内線2449）

▲使用開始・中止
　申込フォーム

▶申し込み・問い合わせ先　社会福祉課　障がい支援係　 0974-22-3083（内線2156）

▶問い合わせ先　社会教育課　社会教育係　 0974-22-1154（内線2231）

▶問い合わせ先　子育て支援課　こども支援係　 0974-22-1047（内線2133）
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市 か ら のお知らせ

豊後大野市は
結婚新生活を応援します！

児童手当の現況届は
６月までに提出してください

介護保険負担限度額
認定更新のお知らせ

老朽化し危険な空き家を所有する皆さまへ
老朽危険空き家の取り壊し
費用の一部を補助します

子育て世帯の皆さまへ
住宅リフォーム工事
費用の一部を支援します

精神障がい者デイケア等交通費を助成します

▶問い合わせ先　まちづくり推進課　企画調整係
　 0974-22-1042（内線2448）

市内で結婚新生活を始める方を対象に費用の一
部を補助します。
対象者  

◆  令和８年１月１日～令和９年３月31日に婚姻届
を提出し、受理された夫婦

◆  令和８年１月１日～令和９年３月31日にパート
ナーシップ宣誓をし、受理された者
補助の要件  

◆  補助対象の住居が本市にあり、２人の住民票が
その住居にあること。 

◆  婚姻届提出日の時点で、２人の年齢が39歳以下
であること。 

◆２人の所得の合計額が500万円未満であること。 
◆２人が市税を滞納していないこと。
◆対象となる講座の受講等を行うこと。
※その他にも条件があります。
対象経費  
令和８年４月１日から令和９年３月31日までの

間に支出した住居費（家賃およびリフォーム代等）
と引越し費用 
補助金の額  
対象経費の実支出額のうち、１世帯当たり30万

円までの額を補助します （２人の年齢が29歳以下
のときは最大60万円）。

ただし、対象経費に対して他の補助金の交付を
受けている場合や、賃借にかかる費用に対して勤
務先から住宅手当等の支給があった場合は、その
額を対象経費から控除します。
受付期間 　
令和９年３月31日まで

※予算がなくなり次第受け付けを終了します。
詳しくは、市ホームページまたは以下までお問

い合わせください。　

児童手当の受給者で現況届の提出が必要な人
は、6月末までに子育て支援課に提出してください。
提出が必要な人には、案内文書を発送しています。
文書が届きましたら、必要書類をお持ちの上、手
続きをお願いします。
現‌‌況届の提出が必要な人 　

①  配偶者からの暴力等により、住民票の住所が
本市と異なる人　

②支給要件児童の戸籍や住民票がない人　
③離婚協議中で配偶者と別居している人　
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
⑤その他、本市から提出の案内が届いた人
※  児童手当受給者は、毎年６月に現況届を提出し

ていましたが、提出が必要な対象者以外は原則
提出が不要になりました。

▶問い合わせ先　子育て支援課　こども支援係
　 0974-22-1047（内線2138）

▶問い合わせ先　高齢者福祉課　介護保険係
　 0974-22-1076（内線2177）

介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人
保健施設等）やショートステイ（短期入所生活介護
等）を利用する低所得の方には、申請により食費・
居住費の負担軽減を行っています。現在受給して
いる方の認定証の有効期限は、７月31日までです。

８月以降も引き続き必要な方は、申請書等を提
出してください。

現在有効な認定証をお持ちの方には更新案内の
文書を６月11日㈭に発送予定です。
※  申請に必要なもの等、詳細は市ホームページま

たは更新案内同封の文書を確認してください。
※  更新案内発送時期は予定です。前後することも

ありますのでご了承ください。
申請書受付開始期日 　６月15日㈪
申請書提出場所 　高齢者福祉課または各支所

▶問い合わせ先　建設課　都市計画建築係
　 0974-22-1140（内線2363）

▶問い合わせ先　子育て支援課　こども支援係
　 0974-22-1047（内線2135）

市では、良好な生活環境を保全するため、老朽
化した危険な空き家を除却する場合に、費用の一
部を補助します。
対象物件
◆  倒壊等により近隣の住民または周辺の道路等に

影響を及ぼす物件
◆  主として居住の用に供される物件（併用住宅に

あっては、延べ床面積の２分の１以上を居住の
用に供する物件に限る）

◆所有権以外の権利が設定されていない物件
◆事前調査にて｢老朽危険空き家｣に該当する物件
対象者 　
所有者や管理者等で市税の滞納がない者
補助金額

除却工事費の５分の２（限度額50万円）
※家財の処分費は補助の対象になりません。
受付戸数 　20戸予定
申し込みについて

まず、事前調査申請をしていただきます（申請
書は本庁建設課または各支所に準備しています）。

｢豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業事
前調査申請書｣ に必要事項を記入の上、市役所建
設課へ提出してください。
申請受付期間 　12月11日㈮まで

※  予算上限に達した場合は受け付け終了

豊後大野市に住民票がある子育て世帯が行う住
宅の改修工事の一部を補助します。
⑴‌子育て支援型

　世帯全員の所得が600万円未満の子育て世帯が
居住している住宅の子ども部屋の改修、テレワーク
スペース改修等の工事
補‌‌助金額 　補助対象工事費（30万円以上）の20％
（上限50万円。多子世帯の場合は上限70万円）
⑵‌三世代同居支援型

　三世代以上で構成される子育て世帯（予定含む）が
行う三世代が同居するための改修工事で、玄関、ト
イレ、浴室、キッチンのうち１カ所以上を増設また
は改修する工事
補助金額 　補助対象工事費（30万円以上）の50％
（上限75万円。多子世帯の場合は上限95万円）

※  転居等により申請日以降に三世帯同居となる世帯
も対象となります。
共通事項

◆  工事施工者の住所（法人の場合は本店所在地）が
豊後大野市内である場合のみ対象

◆  昭和56年５月以前に建てられた木造住宅にあっ
ては耐震性に関する要件あり

◆  二つの事業のうち同一年度内に実施できるのは
一つのみ

◆予算上限に達した場合は受け付け終了
◆令和９年１月29日㈮までに工事が完了すること

在宅の精神障がい者が大分県内のデイケア等へ
通所するための交通費の一部を助成します。
対象者 　次のいずれかに該当する方

①精神障がい者保健福祉手帳の保持者
②療育手帳の保持者で医師の証明のある方
助成額
　公的交通機関を利用してデイケア等に通所した
運賃の半額（公的交通機関を利用することが困難

なため自家用車を利用した場合は、その距離に応
じた定期バスまたは鉄道運賃の半額）
登録手続きに必要なもの

・  精神障がい者デイケア等交通費受給資格登録申
請書

・  精神障がい者保健福祉手帳または療育手帳およ
び医師の証明書

▶問い合わせ先　社会福祉課　障がい支援係　 0974-22-3083（内線2156）
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市 か ら のお知らせ

豊後大野市は
結婚新生活を応援します！

児童手当の現況届は
６月までに提出してください

介護保険負担限度額
認定更新のお知らせ

老朽化し危険な空き家を所有する皆さまへ
老朽危険空き家の取り壊し
費用の一部を補助します

子育て世帯の皆さまへ
住宅リフォーム工事
費用の一部を支援します

精神障がい者デイケア等交通費を助成します

▶問い合わせ先　まちづくり推進課　企画調整係
　 0974-22-1042（内線2448）

市内で結婚新生活を始める方を対象に費用の一
部を補助します。
対象者  

◆  令和８年１月１日～令和９年３月31日に婚姻届
を提出し、受理された夫婦

◆  令和８年１月１日～令和９年３月31日にパート
ナーシップ宣誓をし、受理された者
補助の要件  

◆  補助対象の住居が本市にあり、２人の住民票が
その住居にあること。 

◆  婚姻届提出日の時点で、２人の年齢が39歳以下
であること。 

◆２人の所得の合計額が500万円未満であること。 
◆２人が市税を滞納していないこと。
◆対象となる講座の受講等を行うこと。
※その他にも条件があります。
対象経費  
令和８年４月１日から令和９年３月31日までの

間に支出した住居費（家賃およびリフォーム代等）
と引越し費用 
補助金の額  
対象経費の実支出額のうち、１世帯当たり30万

円までの額を補助します （２人の年齢が29歳以下
のときは最大60万円）。

ただし、対象経費に対して他の補助金の交付を
受けている場合や、賃借にかかる費用に対して勤
務先から住宅手当等の支給があった場合は、その
額を対象経費から控除します。
受付期間 　
令和９年３月31日まで

※予算がなくなり次第受け付けを終了します。
詳しくは、市ホームページまたは以下までお問

い合わせください。　

児童手当の受給者で現況届の提出が必要な人
は、6月末までに子育て支援課に提出してください。
提出が必要な人には、案内文書を発送しています。
文書が届きましたら、必要書類をお持ちの上、手
続きをお願いします。
現‌‌況届の提出が必要な人 　

①  配偶者からの暴力等により、住民票の住所が
本市と異なる人　

②支給要件児童の戸籍や住民票がない人　
③離婚協議中で配偶者と別居している人　
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
⑤その他、本市から提出の案内が届いた人
※  児童手当受給者は、毎年６月に現況届を提出し

ていましたが、提出が必要な対象者以外は原則
提出が不要になりました。

▶問い合わせ先　子育て支援課　こども支援係
　 0974-22-1047（内線2138）

▶問い合わせ先　高齢者福祉課　介護保険係
　 0974-22-1076（内線2177）

介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人
保健施設等）やショートステイ（短期入所生活介護
等）を利用する低所得の方には、申請により食費・
居住費の負担軽減を行っています。現在受給して
いる方の認定証の有効期限は、７月31日までです。

８月以降も引き続き必要な方は、申請書等を提
出してください。

現在有効な認定証をお持ちの方には更新案内の
文書を６月11日㈭に発送予定です。
※  申請に必要なもの等、詳細は市ホームページま

たは更新案内同封の文書を確認してください。
※  更新案内発送時期は予定です。前後することも

ありますのでご了承ください。
申請書受付開始期日 　６月15日㈪
申請書提出場所 　高齢者福祉課または各支所

▶問い合わせ先　建設課　都市計画建築係
　 0974-22-1140（内線2363）

▶問い合わせ先　子育て支援課　こども支援係
　 0974-22-1047（内線2135）

市では、良好な生活環境を保全するため、老朽
化した危険な空き家を除却する場合に、費用の一
部を補助します。
対象物件

◆  倒壊等により近隣の住民または周辺の道路等に
影響を及ぼす物件

◆  主として居住の用に供される物件（併用住宅に
あっては、延べ床面積の２分の１以上を居住の
用に供する物件に限る）

◆所有権以外の権利が設定されていない物件
◆事前調査にて｢老朽危険空き家｣に該当する物件
対象者 　
所有者や管理者等で市税の滞納がない者
補助金額

除却工事費の５分の２（限度額50万円）
※家財の処分費は補助の対象になりません。
受付戸数 　20戸予定
申し込みについて

まず、事前調査申請をしていただきます（申請
書は本庁建設課または各支所に準備しています）。

｢豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業事
前調査申請書｣ に必要事項を記入の上、市役所建
設課へ提出してください。
申請受付期間 　12月11日㈮まで

※  予算上限に達した場合は受け付け終了

豊後大野市に住民票がある子育て世帯が行う住
宅の改修工事の一部を補助します。
⑴‌子育て支援型

　世帯全員の所得が600万円未満の子育て世帯が
居住している住宅の子ども部屋の改修、テレワーク
スペース改修等の工事
補‌‌助金額 　補助対象工事費（30万円以上）の20％
（上限50万円。多子世帯の場合は上限70万円）
⑵‌三世代同居支援型

　三世代以上で構成される子育て世帯（予定含む）が
行う三世代が同居するための改修工事で、玄関、ト
イレ、浴室、キッチンのうち１カ所以上を増設また
は改修する工事
補助金額 　補助対象工事費（30万円以上）の50％
（上限75万円。多子世帯の場合は上限95万円）

※  転居等により申請日以降に三世帯同居となる世帯
も対象となります。
共通事項

◆  工事施工者の住所（法人の場合は本店所在地）が
豊後大野市内である場合のみ対象

◆  昭和56年５月以前に建てられた木造住宅にあっ
ては耐震性に関する要件あり

◆  二つの事業のうち同一年度内に実施できるのは
一つのみ

◆予算上限に達した場合は受け付け終了
◆令和９年１月29日㈮までに工事が完了すること

在宅の精神障がい者が大分県内のデイケア等へ
通所するための交通費の一部を助成します。
対象者 　次のいずれかに該当する方

①精神障がい者保健福祉手帳の保持者
②療育手帳の保持者で医師の証明のある方
助成額
　公的交通機関を利用してデイケア等に通所した
運賃の半額（公的交通機関を利用することが困難

なため自家用車を利用した場合は、その距離に応
じた定期バスまたは鉄道運賃の半額）
登録手続きに必要なもの

・  精神障がい者デイケア等交通費受給資格登録申
請書

・  精神障がい者保健福祉手帳または療育手帳およ
び医師の証明書

▶問い合わせ先　社会福祉課　障がい支援係　 0974-22-3083（内線2156）
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４月14日、市長や教育長、中学生クラブの指導者・代表者 の参加のもと、「ア
クティブ豊後大野クラブ（ABC）」の設立総会を開催しました。

近年、少子化の影響により、学校の部活動は人数不足などでチーム編成が難し
くなっています。豊後大野市でも選択できる部活動の種目が年々減少し、生徒が
希望する活動を選べない状況が見られようになってきました。

こうした中、国は、学校が主体となる学校部活動から、地域が主体となる地域
クラブ活動へと転換する方針を示しています。

市ではこれを受け、県内に先駆けて「アクティブ豊後大野クラブ（ABC）」を設立しました。このクラブは、中
学生がスポーツや文化活動に継続して取り組める環境を整え、心と体の健やかな成長を支えることを目的とし
ています。

現在、市内では28団体が登録し活動を行っています。これまでの部活動にはなかった新たなクラブ活動を行
う団体も加盟しています。

スポーツや文化活動は、こどもたちの成長にとって
大切な経験の場です。こうした活動が将来につながる
力となることを願っています。

こどもたちが色んな活動にチャレンジ（挑戦）できる
環境づくりにご理解をいただき、今後とも市民・地域
の皆さまのご支援とご協力をよろしくお願いします。
※随時、練習見学・体験・部員を募集しています。直接クラブ

にお問い合わせください。
　なお、詳細については、市のホームページに掲載しています

のでご覧ください。

山崎 美和 さんCareerVoice 代表

講師

キャリアボイス やま さき み　 わ

▶問い合わせ先　人権・部落差別解消推進課　男女共同参画係　　 0974-22-1039（内線2491）

男女共同参画週間“あなたらしさが、社会のチカラ”
（令和８年度男女共同参画週間キャッチフレーズ）
　６月23日～29日は｢男女共同参画週間」です。
　性別に関わらず誰もが、職場、学校、地域、
家庭等で、それぞれの個性と能力を発揮できる
「男女共同参画社会」を実現するためには、私

たち一人ひとりの取組が必要です。この機会に、
私たちのまわりのパートナーシップについて考
えてみませんか。

第 20回豊後大野市男女共同参画市民のつどい（入場無料）
～「ありがとう」認め合い支え合う地域づくり～
 日時　６月28日㈰13時30分～15時30分
 　　　（受付13時～）
 場所　エイトピアおおの　大ホール
 演題　「思い込みに気づくと、社会は少しやさしくなる」
 　　　～アンコンシャス・バイアスと私たちの暮らし～
◆託児（無料）を希望する方は、6月19日㈮までに
　お電話で申し込みください。
◆手話通訳、車いす席を用意しています。

地域と
ともにある
学校づくり

地域・学校協働活動
アクティブ豊後大野クラブ（ABC）設立総会

アクティブ豊後大野クラブの位置付け

豊後大野市スポーツ協会

競技団体
27 団体

地区スポーツ
振興会
7 地区

その他の体育団体
　○スポーツ少年団
　○ABC

市 か ら のお知らせ

在宅重度障がい者世帯の住宅改造を支援します

６月は祖母 ･ 傾 ･ 大崩ユネスコエコパークの誕生月！ 

在宅の重度障がい者（児）の日常生活上の不便を軽減
するために行う住宅改造費の一部を助成します。
対象者 　市に住所を有し、次のいずれかの交付を受

けている方で、世帯の生計中心者の前年所得金額が
200万円未満の方

◆身体障害者手帳（1級・2級）　◆療育手帳（A1・A2）
◆精神障害者保健福祉手帳（1級）
※障がいの内容と住宅改造の内容に関係性が認められ

ない場合は、事業対象とならないことがあります。

助成対象工事 　玄関、台所、浴室、トイレ、廊下、居室、
階段、洗面所、その他必要と認められる箇所

助成額 　対象工事費用の３分の２（限度額40万円）
※他法令による助成を受ける場合は、その額を助成額

から控除した額が助成対象となります。
注意事項 　工事着工後の申請は対象外です。予算に

は限りがありますので、お早めにご相談ください。
65歳以上の方は、在宅高齢者住宅改造助成事業の
対象となります。

祖母・傾・大崩山系の６自治体
（佐伯市、竹田市、豊後大野市、
延岡市、高千穂町、日之影町）は、
豊かな生態系や雄大な景観、そ
して自然と共に暮らしてきた文
化が評価され、平成 29 年 6 月
14日にユネスコエコパークとし
て登録されました。この大切な自然を未来へつなぐた
め、地域ではさまざまな取り組みを進めています。
こんな活動を行っています！

1 生態系の保全や調査の推進
・地域活動団体への助成
・地域一斉清掃活動の実施　など
2 次世代への環境教育・文化承継
・こども神楽大会の開催
・小学生向け自然体感プログラム　など

3 自然と共生した地域の発展
・エコパークブランド認証の運用
・地域ガイド育成のための研修　など
アンケートにご協力ください

祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク
を、もっと身近に、もっと魅力的にし
ていくために、皆さまの声が、地域の
自然を守り育てる取り組みをより良く
する力になります。今後の活動の参考
とするため、認知
度調査アンケート
へのご協力をお願
いします。

行政手続きの電子申請をご活用ください
お手持ちのパソコンやスマートフォンから24時間いつでも利用可能です。
▷パソコン：豊後大野市公式ホームページトップページの 電子申請 をクリック
▷スマートフォン：豊後大野市公式LINEの 電子申請 をタップ

▶問い合わせ先　総務課　デジタル推進係　☎0974-22-6030（内線2476） ▲市公式LINE二次元コード

▲アンケート

▶申し込み・問い合わせ先　社会福祉課　障がい支援係　 0974-22-3083（内線2156）

▶問い合わせ先　商工観光課　ジオパーク推進係　 0974-22-1117（内線2459）
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４月14日、市長や教育長、中学生クラブの指導者・代表者 の参加のもと、「ア
クティブ豊後大野クラブ（ABC）」の設立総会を開催しました。

近年、少子化の影響により、学校の部活動は人数不足などでチーム編成が難し
くなっています。豊後大野市でも選択できる部活動の種目が年々減少し、生徒が
希望する活動を選べない状況が見られようになってきました。

こうした中、国は、学校が主体となる学校部活動から、地域が主体となる地域
クラブ活動へと転換する方針を示しています。

市ではこれを受け、県内に先駆けて「アクティブ豊後大野クラブ（ABC）」を設立しました。このクラブは、中
学生がスポーツや文化活動に継続して取り組める環境を整え、心と体の健やかな成長を支えることを目的とし
ています。

現在、市内では28団体が登録し活動を行っています。これまでの部活動にはなかった新たなクラブ活動を行
う団体も加盟しています。

スポーツや文化活動は、こどもたちの成長にとって
大切な経験の場です。こうした活動が将来につながる
力となることを願っています。

こどもたちが色んな活動にチャレンジ（挑戦）できる
環境づくりにご理解をいただき、今後とも市民・地域
の皆さまのご支援とご協力をよろしくお願いします。
※随時、練習見学・体験・部員を募集しています。直接クラブ

にお問い合わせください。
　なお、詳細については、市のホームページに掲載しています

のでご覧ください。

山崎 美和 さんCareerVoice 代表

講師

キャリアボイス やま さき み　 わ

▶問い合わせ先　人権・部落差別解消推進課　男女共同参画係　　 0974-22-1039（内線2491）

男女共同参画週間“あなたらしさが、社会のチカラ”
（令和８年度男女共同参画週間キャッチフレーズ）
　６月23日～29日は｢男女共同参画週間」です。
　性別に関わらず誰もが、職場、学校、地域、
家庭等で、それぞれの個性と能力を発揮できる
「男女共同参画社会」を実現するためには、私

たち一人ひとりの取組が必要です。この機会に、
私たちのまわりのパートナーシップについて考
えてみませんか。

第 20回豊後大野市男女共同参画市民のつどい（入場無料）
～「ありがとう」認め合い支え合う地域づくり～
 日時　６月28日㈰13時30分～15時30分
 　　　（受付13時～）
 場所　エイトピアおおの　大ホール
 演題　「思い込みに気づくと、社会は少しやさしくなる」
 　　　～アンコンシャス・バイアスと私たちの暮らし～
◆託児（無料）を希望する方は、6月19日㈮までに
　お電話で申し込みください。
◆手話通訳、車いす席を用意しています。

地域と
ともにある
学校づくり

地域・学校協働活動
アクティブ豊後大野クラブ（ABC）設立総会

アクティブ豊後大野クラブの位置付け

豊後大野市スポーツ協会

競技団体
27 団体

地区スポーツ
振興会
7 地区

その他の体育団体
　○スポーツ少年団
　○ABC
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問い合わせ先

  

健康イベント情報

▲詳細はこちら

市内で開催される健康イベントを市ホームペー
ジに掲載しています。健康づくりのきっかけづ
くりとして、参加してみませんか。

市役所　市民生活課　健康推進室
☎0974-22-1007申・問

熱中症に注意しましょう

【暑さを避ける】
・エアコン等で温度をこまめに調節
・遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用
・外出時には日傘や帽子を着用
・天気のよい日は日陰の利用、 
こまめな休憩
・吸湿性、速乾性のある通気性の
よい衣服を着用
・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、
からだを冷やす

【こまめに水分を補給する】
室内でも熱中症予防！
　暑さを感じなくても室温や外気温を
確認し、扇風機やエアコンを使って温
度調整するよう心がけましょう！
▶問い合わせ先
　市民生活課　健康推進室
　  0974-22-1007（内線2147）

毎年６月は食育月間 
食育キャンペーン開催！

　６月は「食育月間」です。
　豊後大野市では食育キャンペーンを開催します。
「男女共同参画市民のつどい」のイベント会場で、レ
シピの配布や食生活に関する掲示を行います。会場に
は栄養士もいますので、食事に関するお悩みや不安を
直接ご相談いただけます。また、ベジチェック®(手
のひらをかざすだけで野菜の摂取量の目安がわかる測
定)も実施します。お気軽にご相談ください。
　食生活を見直すきっかけとして、ぜひご参加くださ
い。
日時 　６月28日㈰12時30分～13時30分
場所 　エイトピアおおの　１階エントランスホール

食中毒に気をつけましょう！

食中毒予防の３原則
食中毒菌を「付けない、増やさない、やっつける」
◆調理（下準備）でのポイント
・こまめに手を洗う
・冷凍食品の解凍は冷蔵庫で
・ 肉･魚を切ったまな板や包丁は、
　洗って熱湯をかけておく
・ 包丁などの器具･ふきんは使用後に
　洗って消毒する  （厚生労働省ホームページから）

アクティブスポット

運動で健康寿命を延ばそう！
アクティブスポットはこちら。

▲詳細はこちら

市民生活課　健康推進室   0974-22-1007
こころの相談会  ※事前予約制、相談無料、秘密は守ります。
対象者　気分の落ち込み・ひきこもり・認知症・依存

症等こころの健康について困りごとのある方、
またはそのご家族

名　称 こころの相談会   
日　時 6月22日㈪

13時～14時/14時30分～15時30分
場　所 中央公民館和室（市役所2階）
対応者 臨床心理士

申・問
◆豊後大野市こころのホットライン
☎︎0974-22-4655
月・水・金（10時～12時、13時～15時30分）
◆市民生活課 健康推進室  0974-22-1007

名　称 精神保健福祉相談
日　時 6月25日㈭　14時～16時
場　所 豊肥保健所　三重町市場934-2
対応者 専門医
申・問 豊肥保健所保健師　☎︎0974-22-0162

断酒会・ひまわり会
名　称 断酒会
日　時 6月2日㈫・6月16日㈫・7月7日㈫

19時～21時
場　所 中央公民館音楽室（市役所2階）

対象者
アルコールのトラブルでお悩みの方や、「自ら
酒を断つ」という生き方を希望する方たちの会
です。

名　称 ひまわり会
日　時 6月7日㈰・7月5日㈰

9時30分～11時30分
場　所 中央公民館（市役所2階）

対象者
アルコール依存症に悩むご家族の方の会です。
初めて参加される方は、市役所へご連絡くだ
さい。

すくすくひろば（乳児学級）
日　時 7月23日㈭　受付・計測9時30分～
場　所 保健センター（市役所1階）
内　容 離乳食・歯のお手入れについて
対象児 生後4～5カ月の赤ちゃんとその保護者
※電話で予約をお願いします。

幼児健診
健診内容 1歳6カ月児健診 3歳児健診
実施日 6月16日㈫ 7月16日㈭
受付時間 12時30分~12時50分
対象児 対象者には個別に通知します。
場　所 市役所　1階　保健センター
※受診できないときは、健康推進室にご連絡ください。

16市報2026.6



【予約先】市民生活課　集団健診担当　　 0974-22-1001
〈電話予約受付時間〉8時30分～17時（平日のみ）

あなたの　けんこう　あなた　じしんで！
「ぶんごおおの健康づくり　10か条」　第10条　年１回は健康診断を受けよう！

問い合わせ先

  

健康イベント情報

▲詳細はこちら

市内で開催される健康イベントを市ホームペー
ジに掲載しています。健康づくりのきっかけづ
くりとして、参加してみませんか。

市役所　市民生活課　健康推進室
☎0974-22-1007申・問

｢歯みがきは 体を守る 最前線」６月４日～10日は歯と口の健康週間です

歯周病は、糖尿病や心疾患などとも関係があるとい
われています。お口の中を清潔に保つことは、むし歯
や歯周病の予防だけでなく、全身の健康を守ることに
もつながります。

▶問い合わせ先　市民生活課　健康推進室　健康づくり支援係　  0974-22-1007（内線2145）

健康な歯を保つポイント
① 毎日のはみがきを丁寧に、寝る前は
特に念入りにみがくことが大切です。
② デンタルフロスや歯間ブラシで、歯
と歯の間の汚れも取り除きましょう。
③よくかんで食べる、目安は「一口30回」
④ 定期的に歯科健診を受けましょう。むし歯や歯周病
の早期発見・予防につながります。
この機会に、お口の健康について見直してみませんか！

豊後大野市小児がん患者等再予防接種費用助成事業について

造血管細胞を用いた移植または抗がん剤治療により、
それまでにうけた定期予防接種で得た免疫が低下また
は消失したため、定期予防接種の再接種が必要と医師
に判断された方に対して、任意で受ける予防接種に係

る費用の全部または一部を助成しています。助成対象
者は、本市に住民票があり20歳未満の方が対象とな
ります。詳しくは、お問い合わせください。

６月・７月の集団健診について（予約制です）
　電話による予約制とし、健診月の前月から受付を開始します。都合のよい日時・会場をご予約ください。
　集団健診日程等が変更（延期）になる場合は、音声告知放送、市ホームページ等でお知らせします。
◆６月・７月の日程　◆受付時間　8時30分～10時30分

月　日 健診会場

実　施　項　目
特
定
健
診

が　ん　検　診 骨
粗
し
ょ
う
症

胃
肺（
結
核
）

大
　腸

子
宮
頸

乳 前
立
腺

マ
ン
モ

超
音
波

６月18日㈭
市役所

三重町市場１２００番地

○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

６月19日㈮ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

６月20日㈯ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

６月23日㈫ 朝地公民館
朝地町坪泉494番地

○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

６月24日㈬ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

６月26日㈮
市役所

○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

６月28日㈰ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

７月２日㈭ 千歳公民館　千歳町新殿706番地1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

７月８日㈬
緒方公民館

緒方町馬場41番地1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

７月９日㈭ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

７月10日㈮ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

ぶんごおおの健康づくり10か条
第９条　年１回は歯の健診を受けよう
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ハローワーク豊後大野 黒字▶フルタイム 青字▶パートタイム

https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/hw/h44/hw_oono.htmlURL
問い合わせ先 ハローワーク豊後大野　☎0974-22-8609

掲示板

※この求人情報には、掲載後に採用・内定などで取り消された求人や求人内容が変更された求人もありますのでご了承願います。
応募にはハローワークの紹介状が必要となります。お気軽におたずねください。また、ハローワーク豊後大野のホームページ
からも簡単に求人を検索することができます。以下のURLまたは右の二次元コードから確認ください。

日

7
14
21
28 29 30

1
月

8
15
22

2
火

9
16
23

3
水

10
17
24

4
木

11
18
25

5
金

12
19
26

6
土

13
20
27

◀ホームページ
　はこちら

火～金：10時～18時
土・日：10時～17時

図書館に関する情報は、
ホームぺージをご覧ください！

開館
時間豊後大野市図書館 0974-22-7733

令和８年６月 図書館カレンダー  ６月 は
休館日です

雑誌・図書のリユース（無償譲渡）

受付開始 ５月30日㈯  10時～
受付方法 図書館カウンター、またはウェブ

（※電話では受付できません）
必要なもの 図書館利用者カード

★リユースの参加には、事前受付が必要です!
野菜づくり講習会  夏のお困りごと対策

７月11日㈯ 10時30分～12時

講師 農山漁村文化協会
場所 図書館　多目的室

対象 どなたでも参加できます！

夏の野菜作り、雑草、害虫、毎年の猛暑など
お困りではないですか？そんなお困りごとに
農文協の講師がお答えします！野菜づくりの
参考にぜひ参加してみませんか？

蔵書点検では、図書館にある全ての本を総点検する作業を行います。図書館を快適
に利用していただくための大切な作業です。ご理解・ご協力をお願いします。
※休館中の本の返却は、玄関横の「返却ポスト」にお願いします。

特別整理期間（蔵書点検）に伴う休館のお知らせ図書館イベントのお知らせ６月

リユース
期間

対象 図書館利用者カードを
お持ちの方

場所 図書館多目的室

冊数 雑誌：一人５冊まで、本：一人10冊まで

６月27日㈯  10時から１週間程度
※本がなくなり次第終了

参加
無料

休館期間　6月15日㈪～22日㈪

（５月12日現在）

きらきら☆出張相談 ７月６日㈪
10時30分〜11時30分

場所　つくしんぼ（清川町：旧しいのみこども園内）
保健師・臨床心理士が子育て相談に応じます。
問い合わせは、子育て相談専用ダイヤルまで。
子育て相談専用ダイヤル　  0974-22-1021

①介護職員17～18万円　②生コン運転手17～22万円 ③管理栄養士・栄養士18～29万円
④営業18～25万円　⑤土木作業員16～31万円　⑥選別・袋詰め作業員19万円

⑦看護師20～27万円　⑧日本酒の製造19～22万円　⑨縫製オペレーター17～19万円
⑩指導員20～29万円　⑪ホールスタッフ1,050～1,200円　⑫介護職員1,068円　⑬施設管理1,035円　⑭販売スタッフ1,035円
⑮惣菜担当1,100円

 豊後大野市の子育て支援情報 

　対象：就学前のこども、保護者　
子育て支援センターは、親子が集い、交流でき

る場所です。また、子育てに関わるさまざまな情
報を得ることもできます。
市内には６ヵ所の子育て支援センターがありま

す。ぜひ、遊びに出かけてみてください。

＼　　　　　　／各子育て支援センターの
情報はこちら

　子育て支援センターで遊ぼう！　

　こども家庭センターきらきら☆では「妊娠期から子育て
期まで」切れ目なく支援することをめざしています。
　「どんな支援が受けられるの？」と知りたい方がすぐに
確かめられるように、ホームページや電子母子手帳「きら
きら☆ぼし☆」に掲載しています。

 ☆ホームページ 
　＊トップページから
　　こども家庭センターきらきら☆

 ☆電子母子手帳「きらきら☆ぼし☆」 
　＊「母子モ」で検索または
　　二次元バーコードから　→

 ☆こども家庭センターきらきら☆(子育て支援課) 
　＊直接お電話ください。
　　子育て専用ダイヤル　  0974-22-1021
　＊リーフレットも用意しています。

こども家庭センター
きらきら☆のページはこちら↑
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※公民館、 体育施設は 「一般社団法人ここからプラス」 が　　　

　　　管理、 運営しています。  ホームページはこちら➡

犬飼町スポーツ振興会主催軽スポーツ体験会

満開のさくらと絶景を満喫　御嶽さくらロードウォーキング大会
　３月28日、第４回清川町絶景御嶽さくらロードウォーキ
ング大会が御嶽山さくらロードで開催されました。大会
は、きよかわ振興協議会等の主催、清川公民館の共催で県
内外から過去最高の182人が参加。往復９キロにわたるほ
ぼ満開のさくらと久住、阿蘇連山の絶景を満喫していまし
た。今回は、お楽しみ抽選会や米、おにぎりの配布もあり
笑顔あふれる大会となりました。

今年度も元気に学びます。くすのき女性学級総会
　４月16日、令和８年度くすのき女性学級総会を清川公
民館で実施しました。総会は、11人が参加、７年度事業の
歩みを振り返り、８年度の事業計画等が決定しました。７
年度は、宇佐神宮を訪ねての館外研修やスリランカのス
チッタさんを招いての人権学習など学びの多い１年でし
た。会員の高齢化も進んでいますが生涯学習の学びを日々
の生きがいづくりにつなげていくため引き続き取り組みを進めていくことを誓った総会となりました。

第８回大野町ぼたん桜ウォーキング開催！
　４月５日、上記ウォーキングが大野町スポーツ振興会主催
で開催されました。当日は晴天に恵まれ、大野公民館をスター
トし、師田原ダムを折り返す12km、外周を回る15kmの２
コースに分かれ、軽快に歩きました。ぼたん桜はまだつぼみで
したが、市内外の小学生から高齢者までの約40人が参加し、
大自然を楽しみました。ゴールのサイクルパークおおのでは、
足湯に浸かり、歩いた後の疲れを癒しました。

健康マージャン体験会
　３月18日、朝地公民館では、市民講座として「健康マー
ジャン体験会」を実施しました。当日は、健康マージャン
に興味のある９人の方に参加していただきました。初めて
の方がほとんどで、マージャンを覚えるというより、マー
ジャン牌に触って、流れを体験していただきました。
　令和８年度は、公民館クラブとして「健康マージャンク
ラブ」がスタートします。マージャンを通じて、新しい趣
味で楽しく過ごす仲間を作るのに最適です。初心者大歓迎です。

　３月18日、犬飼公民館ホールにて犬飼町スポーツ振興
会主催の軽スポーツ体験会が開催され、地域の方々を中
心に30人が参加しました。会場には明るい笑い声が響
き、モルックや玉入れなど親しみやすい種目を通して、
参加者同士が自然と声を掛け合いながら体を動かしてい
ました。世代を問わず誰もが楽しめる内容で、初めて挑
戦する方もスタッフのサポートを受けながら積極的に参加し、終始和やかな雰囲気に包まれていました。

▲人気のモルック▲スポーツ玉入れで腰も伸びます

▲総会後のレクタイム▲総会の様子

▲足湯でリラックス！▲桜を愛でながら

▲やさしく指導▲みんなでマージャン

▲おしゃべりも楽しみ▲桜のトンネル
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へプタゴン

　　…問い合わせ先　☎…電話番号

　　…申し込み先　　　　…ファクス

「お知らせ」「募集」
「相談」など、
暮らしに役立つ情報
をお届けします

掲
載
内
容
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

税
務
職
員
採
用
試
験（
高
卒
程
度
）

の
受
験
者
募
集
に
つ
い
て

▼
申
込
受
付
期
間　

　
６
月
12
日
㈮
〜
24
日
㈬

税
務
職
員
に
採
用
さ
れ
ま
す
と
、

税
務
大
学
校
で
１
年
間
の
研
修
を

う
け
た
後
、
税
務
署
に
配
属
さ
れ
、

国
税
の
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
受
験
資
格
等
お
よ
び

受
験
申
込
の
詳
細
は
、
人
事
院

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
国
家
公
務
員
試

験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
）を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
次
の
と
こ
ろ
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
人
事
院
九
州
事
務
局

☎
０
９
２ｰ

４
３
１ｰ

７
７
３
３

問
熊
本
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験

研
修
係

☎
０
９
６ｰ

３
５
４ｰ

６
１
７
１

　
（
内
線
６
０
４
６
）

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

予
定
納
税（
第
１
期
分
）
を
お
忘

れ
な
く

令
和
８
年
分
の「
所
得
税
及
び

復
興
特
別
所
得
税
」の
予
定
納
税

（
第
１
期
分
）の
納
期
限
は
、
次
の

と
お
り
に
な
り
ま
す
。
納
付
に
つ

い
て
は
、
金
融
機
関
の
預
貯
金
口

座
か
ら
引
き
落
と
し
と
な
る「
振

替
納
税
」が
大
変
便
利
で
す
。
利

用
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

▼
納
期
限　
７
月
31
日
㈮

※
予
定
納
税
と
は
、
前
年
分
の
確

定
申
告
に
基
づ
き
計
算
し
た
予

定
納
税
基
準
額
が
15
万
円
以
上

で
あ
る
場
合
に
、そ
の
年
の「
所

得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
」

の
一
部
を
あ
ら
か
じ
め
納
付
す

る
制
度
で
す
。
ご
不
明
な
点
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
国
税
相
談
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

▼
国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０ｰ
０
０ｰ
５
９
０
１

（
全
国
一
律
料
金
）

●
受
付
時
間　
平
日
８
時
30
分
〜

17
時（
土
・
日
・
祝
日
お
よ
び
12

月
29
日
〜
１
月
３
日
を
除
く
）

税
務
署
の
内
部
事
務
の
セ
ン
タ
ー

化
に
つ
い
て

熊
本
国
税
局
で
は
、
管
内
全
て

の
税
務
署
に
お
い
て
、
内
部
事
務

を
業
務
セ
ン
タ
ー
で
集
約
処
理
す

る「
内
部
事
務
の
セ
ン
タ
ー
化
」に

移
行
し
て
お
り
ま
す
。
三
重
税
務

署
に
お
い
て
も
、
７
月
10
日
以
降
、

内
部
事
務
の
セ
ン
タ
ー
化
が
実
施

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
次
の

事
項
に
つ
い
て
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
郵
送
に
よ
る
業
務
セ
ン
タ
ー

へ
の
書
面
申
告
書
・
書
面
申
請

書
等
の
提
出
先
：
〒
８
６
２ｰ

８
７
２
１　
熊
本
市
東
区
東
本

町
16
番
28
号　
熊
本
国
税
局
業

務
セ
ン
タ
ー

②
業
務
セ
ン
タ
ー
か
ら
納
税
者
の

皆
さ
ま
へ
の
問
い
合
わ
せ
：
内

部
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
電

話
や
文
書
に
よ
り
問
い
合
わ
せ

を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

③
そ
の
他
の
案
内
：
次
の
事
項
は
、

業
務
セ
ン
タ
ー
で
は
対
応
し
て

お
り
ま
せ
ん
。

◆
国
税
に
関
す
る
ご
相
談（
納

付
に
関
す
る
ご
相
談
を
含
み
ま

す
）◆
税
務
署
の
窓
口
で
対
応

し
て
い
る
納
税
証
明
書
の
交
付
、

閲
覧
申
請
、
情
報
公
開
、
現
金

に
よ
る
国
税
の
納
付
◆
申
告

書
・
申
請
書
等
の
用
紙
の
送
付

依
頼

日
本
銀
行
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

〜
見
て
・
聞
い
て
・
体
験
で
き
る

店
内
見
学
の
ご
案
内
〜

日
銀
大
分
支
店
で
は
、
日
本
銀

行
の
役
割
や
業
務
に
つ
い
て
、
ど

な
た
で
も
分
か
り
や
す
く
学
べ
る

店
内
見
学
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　
団
体
見
学（
随
時
）、
個

人
見
学（
月
１
回
）。
詳
し
く
は

「
日
銀
大
分　

見
学
」
で
支
店

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

検
索
し
て
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

▼
料
金　
無
料

▼
場
所　
日
本
銀
行
大
分
支
店

広 告

豊後大野市総合文化センター

お問い合わせ

でんじろう先生の
のお知らせ

ドキドキ
わくわく サイエンスショー 

ホームページ　https://www.bungoohno-bunka.jp/

教育とエンターテイメントを融合させた
サイエンスショーが豊後大野に初登場！

2026年７月 19日 ㈰
１回目  開演12:30（開場12:00）
２回目  開演15:30（開場15:00）

日　時

会　場 エイトピアおおの 大ホール

料　金 全席指定  税込 3,300円
※３歳以上有料。２歳以下膝上鑑賞無料。
　但し、座席が必要な場合は有料。

チケットは絶賛発売中　
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へプタゴン

　　…問い合わせ先　☎…電話番号

　　…申し込み先　　　　…ファクス

「お知らせ」「募集」
「相談」など、
暮らしに役立つ情報
をお届けします

掲
載
内
容
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
（
大
分
市
長
浜
町
２ｰ

13ｰ

20
）

メ
ー
ル
ま
た
は
電
話
で
受
け
付

け
ま
す
。

■申
問
日
本
銀
行
大
分
支
店

　
見
学
受
付

☎
０
９
７ｰ

５
３
３ｰ

９
１
１
５

メ
ー
ル  ooita@

boj.or.jp

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク（
公
共
職
業
安
定

所
）か
ら
の
お
知
ら
せ

６
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
３
月

新
規
学
校
卒
業
予
定
者（
中
学
・

高
校
）を
対
象
と
す
る
求
人
受
付

が
開
始
さ
れ
ま
す
。
求
人
は
、
早

期
に
そ
の
内
容
等
を
就
職
希
望
者

に
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、

新
規
学
校
卒
業
予
定
者
の
採
用
を

計
画
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
受
付

開
始
日
以
降
は
早
急
に
求
人
申
込

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
令
和
９
年
３
月
新
規
学
校
卒
業

者（
中
学
・
高
校
）の
採
用
選
考
期

日
等
】

▼
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
求
人
申

込
書
の
受
付
開
始　
６
月
１
日

▼
企
業
に
よ
る
学
校
へ
の
求
人
申

込
お
よ
び
学
校
訪
問
開
始

　
７
月
１
日

▼
学
校
か
ら
企
業
へ
の
生
徒
の
応

募
書
類
提
出
開
始　
９
月
５
日

（
中
学
校
は
１
月
１
日
）

▼
企
業
に
よ
る
選
考
開
始
お
よ
び

採
用
内
定
開
始　
９
月
16
日

　
（
中
学
校
は
１
月
１
日
）

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
豊
後
大
野

☎
０
９
７
４ｰ

２
２ｰ

８
６
０
９

講
習
会
の
お
知
ら
せ

◆
車
両
系
建
設
機
械（
整
地
等
用
）

運
転
技
能
講
習（
機
体
重
量
３

ｔ
以
上
）

▼
日
時　
７
月
22
日
㈬
、
23
日
㈭
、

27
日
㈪

・
学
科
：
22
日　
８
時
15
分
〜
16

時
45
分
、　
23
日　

８
時
15
分

〜
11
時
25
分

・
実
技
：
27
日　
８
時
15
分
〜
15

時
30
分

▼
場
所　
大
分
県
立
農
業
大
学
校

▼
受
講
資
格　
大
型
特
殊
免
許
所

持
者
な
ど

▼
受
講
料　
５
万
１
４
３
０
円

　
（
４
万
９
５
０
０
円･

テ
キ
ス

ト
代
１
４
３
０
円･

修
了
証
発

送
手
数
料
５
０
０
円
）

▼
定
員　
10
人

◆
ア
ー
ク
溶
接
等
業
務
特
別
教
育

（
学
科
の
み
）

▼
日
時　
８
月
３
日
㈪
、
４
日
㈫

８
時
50
分
〜
16
時
10
分

▼
場
所　
大
分
県
立
農
業
大
学
校

▼
受
講
料　

　
①
会
員
１
万
１
６
１
０
円

　
（
１
万
４
０
０
円
・
テ
キ
ス
ト

代
１
２
１
０
円
）

　
②
会
員
外
１
万
４
６
１
０
円

　
（
１
万
３
４
０
０
円･

テ
キ
ス

ト
代
１
２
１
０
円
）

　
①
②
に
加
え
て
修
了
証
発
送
手

数
料
１
事
業
所
に
つ
き
５
０
０

円
、
個
人
の
方
は
一
人
に
つ
き

５
０
０
円

▼
定
員　
20
人

※
事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

詳
細
は
大
分
県
労
働
基
準
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問（
一
社
）大
分
県
労
働
基
準
協
会

豊
後
大
野
支
部

☎
０
９
７
４ｰ

２
６ｰ

４
１
１
５

FAX
０
９
７
４ｰ

２
６ｰ

４
１
４
６

宝
く
じ
文
化
公
演　
ア
ニ
ソ
ン
ド

リ
ー
ム
コ
ン
サ
ー
ト
の
お
知
ら
せ

「
君
を
の
せ
て
」「
と
な
り
の
ト

ト
ロ
」「
さ
ん
ぽ
」「
め
ざ
せ
ポ
ケ

モ
ン
マ
ス
タ
ー
」「
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｚ
Ｅ

Ｎ
！
ふ
た
り
は
プ
リ
キ
ュ
ア
」「
プ

リ
キ
ュ
ア
５
、
ス
マ
イ
ル 

ｇ
ｏ 

ｇ
ｏ
！
」ほ
か
。
ア
ニ
メ
の
テ
ー

マ
ソ
ン
グ
を
歌
う
ア
ニ
ソ
ン
ス

タ
ー
が
豊
後
大
野
に
初
登
場
！

▼
日
時　
６
月
27
日
㈯

　
開
演
14
時
30
分（
開
場
14
時
）

▼
会
場　
エ
イ
ト
ピ
ア
お
お
の

　
大
ホ
ー
ル

▼
料
金　
全
席
指
定　

　
前
売
り
券　
一
般
２
５
０
０
円
、

高
校
生
以
下　
１
５
０
０
円

※
宝
く
じ
の
助
成
に
よ
り
、
特
別

料
金
と
な
っ
て
い
ま
す
。
エ
イ

ト
ピ
ア
会
館
窓
口
に
て
お
買
い

求
め
く
だ
さ
い
。

問
エ
イ
ト
ピ
ア
お
お
の

☎
０
９
７
４ｰ

２
２ｰ

８
０
０
０

中
九
州
横
断
道
路（
大
分
〜
犬
飼
）

に
お
け
る
環
境
影
響
評
価
準
備
書

お
よ
び
都
市
計
画
案
の
縦
覧
に
つ

い
て
の
お
知
ら
せ

中
九
州
横
断
道
路
は
、
大
分
市

と
熊
本
市
を
結
ぶ
と
と
も
に
東
九

州
自
動
車
道
に
接
続
し
、
広
域
的

な
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す

る
重
要
な
路
線
で
す
。
こ
の
う
ち
、

大
分
市
と
豊
後
大
野
市
を
結
ぶ
延

長
約
19
㎞ 
の
区
間
に
つ
い
て
、
環

境
影
響
評
価
法
に
基
づ
き
、
事
業

お葬儀は
☆ 第二斎場 オープンいたしました☆

広告 広告豊後サンライズ行政書士事務所

豊後大野市緒方町知田 638番地

お問い合わせ　　☎0974-27-4207　 携帯090-4426-1535
　　　　　　　mail@bungo-sunrise.com

遺言・相続サポートセンター

争いのない相続？
安心安全な老後？
セミナー・無料法律相談 →

相談
無料

大分県内ハローワーク
マスコットキャラクター
「湯～ちゃん」
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説
明
会
で
あ
り
、
ル
ー
ト
に
関

す
る
説
明
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
意
見
書
提
出　
縦
覧
内
容
に
つ

い
て
ご
意
見
の
あ
る
方
は
、
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
期
限
：
８
月
４
日
㈫　
17
時
ま

で（
郵
送
の
場
合
は
当
日
消
印

有
効
）

▼
提
出
先　
大
分
県
土
木
建
築
部

都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
郵
送
・
持
参
の
場
合
：

　
〒
８
７
０ｰ

８
５
０
１　
大
分

市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

　
電
子
メ
ー
ル
の
場
合
：

　

a17510@
pref.oita.lg.jp

問
大
分
県　
都
市
・
ま
ち
づ
く
り

推
進
課

☎
０
９
７ｰ

５
０
６ｰ
４
６
５
９

狩
猟
免
許
試
験
の
開
催

◆
対
象
者

大
分
県
内
に
住
民
登
録
を
し
て

い
る
者
で
、
令
和
８
年
度
以
降
新

た
に
狩
猟
を
行
う
予
定
の
方
。

◆
日
程

試
験
①

▼
受
付
期
間　
電
子･

紙

　
６
月
12
日
㈮
〜
25
日
㈭

▼
猟
種
・
試
験
日　

　
第
一
種
銃
猟　
７
月
９
日
㈭

　
わ
な
猟　
７
月
10
日
㈮

▼
試
験
会
場　
大
分
県
竹
田
総
合

庁
舎（
竹
田
市
大
字
竹
田
字
山

手
１
５
０
１ｰ

２
）

試
験
②

▼
受
付
期
間　
電
子･

紙

　
８
月
14
日
㈮
〜
27
日
㈭

▼
猟
種
・
試
験
日　

　
第
一
種
・
第
二
種
銃
猟　

　
９
月
12
日
㈯

　
網
・
わ
な
猟　
９
月
13
日
㈰

▼
試
験
会
場　
大
分
県
庁
舎
本
館

正
庁
ホ
ー
ル（
大
分
市
大
手
町

３ｰ
１ｰ
１
）

試
験
③

▼
受
付
期
間　
電
子･

紙

　
10
月
30
日
㈮
〜
11
月
12
日
㈭

▼
猟
種
・
試
験
日　

　
第
一
種
・
第
二
種
銃
猟

　
11
月
28
日
㈯

　
わ
な
猟　
11
月
29
日
㈰

▼
試
験
会
場　
大
分
県
竹
田
総
合

庁
舎（
竹
田
市
大
字
竹
田
字
山

手
１
５
０
１ｰ

２
）

試
験
④

▼
受
付
期
間　
電
子･

紙

　
１
月
22
日
㈮
〜
２
月
４
日
㈭

▼
猟
種
・
試
験
日　

　
網
・
わ
な
猟　
２
月
20
日
㈯

▼
試
験
会
場　
大
分
県
庁
舎
本
館

正
庁
ホ
ー
ル（
大
分
市
大
手
町

３ｰ

１ｰ

１
）

◆
申
請
方
法

申
請
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る

振
興
局
に
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
大
分
県
農
林
水
産
部
森
と

の
共
生
推
進
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
災
害
等
の
状
況
に
よ
り
、
試
験

の
延
期
や
会
場
の
変
更
な
ど
を

行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
場
合
は
、
大

分
県
農
林
水
産

部
森
と
の
共
生

推
進
室
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
豊
肥
振
興
局　
森
林
管

理
班

☎
０
９
７
４ｰ

６
３ｰ

１
１
７
４

募
　
集

海
上
保
安
大
学
校
・
海
上
保
安
学

校
学
生
採
用
試
験

海
上
保
安
庁
の
幹
部
職
員
を
養

成
す
る
海
上
保
安
大
学
校
お
よ
び

一
般
職
員
を
養
成
す
る
海
上
保
安

学
校
の
学
生
を
募
集
し
ま
す
。
受

験
資
格
な
ど
の
詳
細
は
、
人
事
院

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
採
用
情
報
Ｎ
Ａ

Ｖ
Ｉ
）で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
海
上
保
安
大
学
校

▼
申
込
期
間　

　
８
月
20
日
㈭
〜
９
月
７
日
㈪

▼
試
験
日　

　
10
月
24
日
㈯
、
25
日
㈰

◆
海
上
保
安
学
校

▼
申
込
期
間　

　
７
月
10
日
㈮
〜
23
日
㈭

▼
試
験
日　
９
月
27
日
㈰

問
大
分
海
上
保
安
部
管
理
課

☎
０
９
７ｰ

５
２
１ｰ

０
１
１
２

相
　
談

終
活
・
相
続
無
料
相
談
会

▼
日
時　
６
月
16
日
㈫

　
13
時
〜
15
時

▼
場
所　
市
中
央
公
民
館（
市
役

所
２
階
）

▼
内
容　
遺
言
書・認
知
症
対
策・

成
年
後
見
・
家
族
信
託
・
遺
産

分
割
・
生
前
整
理
・
不
動
産
処

分
、
活
用
・
住
宅
確
保
要
配
慮

者
支
援
な
ど
終
活
、
相
続
、
居

住
支
援
に
関
す
る
こ
と
な
ら
何

で
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
終
活
支
援
ネ
ッ
ト

☎
０
８
０ｰ

２
７
３
２ｰ

３
９
８
６

善
意
の
窓
（
敬
称
略
）

◆
物
品
寄
付

フ
レ
ッ
シ
ュ
ラ
ン
ド
恵
藤
建
設
へ

大
分
県
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
協
会　

進　
義
和

予
定
者
に
代
わ
り
都
市
計
画
決
定

権
者
で
あ
る
大
分
県
が
、
中
九
州

横
断
道
路（
大
分
〜
犬
飼
）の
環
境

影
響
評
価
準
備
書
の
手
続
き
を
実

施
し
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
環

境
保
全
の
見
地
か
ら
準
備
書
に
つ

い
て
ご
意
見
を
い
た
だ
く
た
め
、

縦
覧
を
行
う
と
と
も
に
、
内
容
に

関
す
る
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

ま
た
、
併
せ
て
都
市
計
画
案
の
縦

覧
も
行
い
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

▼
縦
覧　

　
縦
覧
図
書
：

　
・
中
九
州
横
断
道
路（
大
分
〜

犬
飼
）環
境
影
響
評
価
準
備
書

及
び
同
要
約
書

　
・
大
分
都
市
計
画
道
路　
１
・

４・２
号
宮
河
内
端
登
線
、
３･

２･

８
１
号
花
園
細
線

　
・
三
重
都
市
計
画
道
路　
１･

４･

１
号
犬
飼
千
歳
線

　
縦
覧
期
間
：
６
月
19
日
㈮
〜
７

月
21
日
㈫　
８
時
30
分
〜
17
時

（
土
・
日
・
祝
日
除
く
）

　
縦
覧
場
所
：

　
①
環
境
影
響
評
価
準
備
書　
豊

後
大
野
市
環
境
衛
生
課

　
②
大
分
・
三
重
都
市
計
画
道
路

案　
豊
後
大
野
市
建
設
課

▼
準
備
書
説
明
会　

　
６
月
23
日
㈫　
18
時
30
分
〜　

　
犬
飼
公
民
館
ホ
ー
ル

※
本
説
明
会
は
準
備
書
に
関
す
る

▲電子申請はこちら

22市報2026.6



国民年金のお知らせ

▶問い合わせ先　大分年金事務所　☎097-552-1211
　　　　　　　　市民生活課　国保年金係　 0974-22-1006（内線2128）

国民年金・厚生年金を受給されている皆さまへ
　６月上旬に日本年金機構から「年金額改定通知
書」と「年金振込通知書」が一体となったはがきが
送付されます。
　「年金額改定通知書」は令和８年4月からの改定
後の年金額（法律の規定により物価・賃金の変動に
応じて年度ごとに改定された額）のお知らせ、「年
金振込通知書」は金融機関などの口座振込で年金
を受給している方に対して、本年6月から翌年4
月までの偶数月にお支払いする年金額をお知らせ
するものです。年に一度の送付になりますので大
切に保管してください。通知書については大分年
金事務所にお問い合わせください。
※介護保険料などの控除額（8月以降の額）は、予
定額として6月の額を記載しています。決定額
は、市区町村から送付される通知書でご確認く
ださい。

 もしもなくしてしまったら 
◆再発行ができます。再発行等は大分年金事務所
にお問い合わせください。

スマートフォンで年金の情報確認や申請を 
簡単にしませんか
　マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ
ポータルとねんきんネットを連携して、ご自身の
年金記録・見込額を確認することや、国民年金加
入・保険料免除申請等のお手続きができます。マ
イナポータルにログインすることで、ねんきん
ネットにも簡単にログインできます。

■大分年金事務所出張相談（完全予約制）
　６月11日㈭・７月９日㈭
	 市中央公民館（市役所２階）
　６月17日㈬・７月15日㈬
	 竹田市総合社会福祉センター
	 いきいき交流センター
　相談時間：10時～15時

予約受付：相談者の年金番号が分かるものを
準備して大分年金事務所に予約をしてください。

▶問い合わせ先　商工観光課　ジオパーク推進室　　0974-22-4089（内線2459）

シリーズ　日本のジオパーク
① おおいた姫島ジオパーク
シリーズ　日本のジオパーク
① おおいた姫島ジオパーク

　今回からは全国のジオパークをシリーズで紹介
します。まず第１回は同じ大分県のおおいた姫島
ジオパークです。
　おおいた姫島ジオパークは、大分県の北部、国
東半島の沖合いに浮かぶ姫島を中心としたジオ
パークです。2013年に「火山が生み出した神秘
の島」をテーマとして、日本ジオパークに認定さ
れました。
　姫島は、約10万年前からの火山活動が生み出
した大地が、悠久の時を経て瀬戸内海に浮かぶ４
つの小島となり、それらが砂州でつながって一つ
になった島です。随所にみられる火山活動の痕跡
や、砂州の地形を利用して発達してきた産業、生
態系など、コンパクトな島内にたくさんのみどこ

ろがあります。また、神秘さを色濃く残す姫島の
歴史や文化、島の人々の暮らしもまた、おおいた
姫島ジオパークの魅力です。姫島の観音崎に分布
する黒曜石という岩石は、ガラス状の光沢をもっ
た岩石で、古代の石器に用いられ、豊後大野市内
の遺跡からも発掘されています。

▲おおいた姫島ジオパークの見どころの一つ、観音崎

こくようせき
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　４月に行われましたアメリカ
の名門スポーツ教育機関「IMG
アカデミー」によるスポーツ
ク リ ニ ッ ク「BOSTA SPORTS 
FESTIVAL」にて、三重学園三重
小中学校７年生の衞

え

藤
と う

彩
あ や

人
と

さん
がMVPの一人に選出されました。
　MVP選手は、アメリカ・フロ
リダ州にありますIMGアカデ
ミーに招待され、１週間のクリ
ニックを受けることができます。

４月22日

MVP受賞報告

　大分県信用組合から市へ上記
封筒が寄贈されました。大分県
信用組合と市は、平成27年に
包括連携協定を締結し、「あけ
あじ健幸セミナー」を市と協働
で実施するなど、市民の健康増
進と健診の受診率向上に向けて、
事業所をあげて支援をいただい
ています。

５月８日

特定健診受診券等
送付用封筒を寄贈

▲寄贈する大分県信用組合各支店の皆さん

　さまざまな分野で活躍する女
性を表彰する上記の賞を受賞し
たグローカルおおの森

も り

美
み

由
ゆ

紀
き

代
表が市長に受賞報告を行いまし
た。森さんは、市内在住の実習
生等外国籍の方と地元住民を繋
ぐ国際交流事業を今後も継続し
ていきたいと話しました。

４月15日

大分県女性のチャレンジ賞
受賞報告

▲表彰状を手にする森さん（左） ▲MVPに選出された衞藤選手（中央）

原田製油有限会社（原
は ら

田
だ

健
け ん

太
た

郎
ろ う

代表取締役社長）から企業版
ふるさと納税を活用し100万
円が寄附されました。原田専務
取締役から「高温障害による大
豆の収量減少に苦慮されている
状況を受け、微力ながら生産者
の皆さまの力添えをしたいとい
う想いから寄附をした」とのご
あいさつをいただきました。寄
せられたご寄附は、市の農業振
興のために有効に活用させてい
ただきます。

▲原田専務取締役（左）

４月20日

企業版ふるさと納税を
活用し寄附

▲辞令を交付された合澤さん（左）

４月１日

地域おこし協力隊辞令交付式

　新たに地域おこし協力隊に着
任した合

あ い

澤
ざ わ

朱
あ か

里
り

さんに、市長か
ら辞令が交付されました。
　合澤さんは、緒方町出身で全
国各地のリゾート地で働きなが
ら、多くの人や文化に触れてき
ました。
　これから地域おこし協力隊と
してまちづくり推進課に所属し、
これまでに培ってきた経験を生
かして、ふるさと納税や移住定
住などの業務をおこないます。

　上記大会が恵藤建設スタジア
ムで開催され、市内４チームが
参加し熱戦を繰り広げました。
大会結果は以下のとおりです。
優勝 スラッガーズ
準優勝 三重レッドソックス・
大野ファイターズ
第3位 豊後大野Jr.スピリッツ、
千歳野球スポーツ少年団

▲優勝のスラッガーズ

４月25日、29日

第46回全日本学童
軟式野球大会豊後大野市予選
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▲豊後大野支部の皆さん

４月12日

道統少林寺流錬心舘空手道
第41回大分地区親善空手道選手権大会

　豊後大野支部の皆さんが上位入賞しました。
（敬称略）
【型試合】黄帯の部 優勝 宮

み や

崎
ざ き

志
し

凰
お ん

 準優勝 岩
い わ

尾
お

あ
ず乃

の

 緑帯の部 優勝 後
ご

藤
と う

樂
が く

 紫帯の部 優勝 岩
い わ

尾
お

ゆず
乃
の

 準優勝 上
う え

野
の

大
は る

翔
と

 茶帯の部 準優勝 北
ほ う

條
じょう

拓
た く

馬
ま

 黒帯
の部 優勝 佐

さ

々
さ

木
き

凜
り ん

佳
か

 準優勝 日
ひ

隈
ぐ ま

姫
ひ

菜
な

 団体初級の
部 準優勝 宮崎志凰・佐

さ

藤
と う

琉
りゅう

牙
が

・髙
た か

山
や ま

朱
あ か

里
り

 団体上級
の部 優勝 日隈姫菜・近

こ ん

藤
ど う

瑚
こ

夏
な つ

・藤
ふ じ

澤
さ わ

心
こ こ

菜
な

【組手試
合】高校女子の部 優勝 三

み

代
し ろ

來
こ

々
こ

羽
は

▲バレーボール教室に参加した皆さん

５月９日

バレーボール教室開催
（福岡ギラソール）

　福岡市を拠点に活動する女子プロバレーボール
チーム福岡ギラソールが豊後大野市で強化合宿を行
い、豊肥地区の小中学生を対象にバレーボール教室
を行いました。
　教室は、恵藤建設武道スポーツアリーナにて約60
人が参加。Vリーグで活躍する現役選手から直接指
導を受けることで技術向上に励み、バレーボールの
魅力を再確認していました。

夏秋ピーマンはこれからが旬です
　大分県は夏秋ピーマンの西日本最大の産地です。
　夏秋ピーマンは肉厚で柔らかく、濃い緑色が特徴で
す。豊後大野市の収穫時期は５月～11月となっており、
これからが旬となっています。ピーマンはビタミンＣ、
βカロテン、カリウム等の栄養素が豊富で、特にビタミ
ンＣは老化防止や抗酸化作用といった効果があります。
　おすすめの食べ方は、「ピーマンと人参のツナ和え」
です。

　この食べ方は、火を使わず手軽においしく
ピーマンを食べることができます。
　皆さまもぜひお試しください。

①まず、ピーマンと人参をそれぞれ千切りにします。
ツナは油を切ります。

②次に、耐熱容器に人参を入れ、ラップをして600W
で１分加熱します。ピーマンを加えてさらに１分加
熱します。

③②のピーマンと人参の水をよく切っておきます。
④ボウルにピーマンと人参、ツナを入れ、めんつゆと

ごま油を加えて和えます。

消防団長に衞藤信彰氏が就任
え  とう  のぶ  あき

　この度、令和８年４月１日付けをもちまし
て、豊後大野市消防団・第３代団長を拝命い
たしました、清川町の衞藤と申します。
　本団は「自分たちのまちは、自分たちで守
る」という郷土愛と、力強い責任感、そして有
事における大同団結の精神のもと、これまで
歩んでまいりました。
　火災はもとより、近年においては激甚化・
頻発化する自然災害への対応が急務となっ
ています。こうした難局を乗り越えるために
も、日頃から訓練を重ね教養を深め、団員一
人一人の技術および知識のさらなる向上を
図ってまいる所存です。三浦前団長をはじめ
とする先達方の教えを胸に団員一丸となり、
市民の生命・身体・財
産を守るため、地域防災
に尽力いたします。
　市民の皆さまには、消
防団に対しまして、今後
ともご理解とご厚情を
賜りますようお願い申
し上げます。
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▶問い合わせ先　豊後大野・公営住宅管理センター（豊後大野総合庁舎3階）　☎0974-24-0366

公営住宅の入居者を募集します 大分県住宅供給公社のホームページで詳細を公開しています。

　公営住宅の入居者を募集します。入居を希望される方
は、所定の手続きが必要です。
　収入基準や同居家族の有無などの入居条件や、申し込
む住宅によっては先着順となる場合がありますので、事
前にご相談ください。

◆県営住宅
・上津尾住宅　・河島住宅
▶募集期間　随時募集中
　土・日・祝日は除く、８時30分～17時
※随時募集中のため最新情報をご確認ください。

◆市営住宅
・市原住宅　・菅尾住宅　・東営住宅　・朝日ケ丘住宅
・柳井田住宅　・桑原住宅　・平原住宅　・朝地住宅
・川北第二住宅　・もみじヶ丘住宅　・壱丁田住宅
・久原住宅
◆特公賃・まちづくり促進住宅
・牧口住宅　・フォレスタおがた　・妙見住宅
・石田住宅　・さわやか団地千歳住宅
▶募集期間　６月１日㈪～９日㈫
　土・日・祝日は除く、8時30分～17時15分
※次回、７月は７月１日㈬～９日㈭

▲深山流朝地神楽保存会

▶問い合わせ先　神楽会館　 0974-35-2372

◆日　　程　６月21日㈰　◆開場時間　11時30分
◆公演時間　12時30分～15時30分
◆場　　所　神楽会館
◆入 場 料　大人1,200円（当日1,700円）
　　　　　　中学生以下500円（当日1,000円）
◆出演団体　深山流朝地神楽保存会、荻神社俚楽
◆演　　目　柴引、綱伐
◆チケット　神楽会館のみでの前売り受付（電話予約可能）

神楽会館一般公演

神楽会館ホームページ

▲荻神社俚楽

お ぎ じ ん じ ゃ り が くふかやまりゅうあさじかぐらほぞんかい

しばひき つなきり

市民の皆さんが行う活動の参加者・会員募集、またイベント
の周知など、いろいろな情報を掲載します（営利・個人的なも
のなどは掲載できません）。皆さんからの情報をお待ちしてい
ます（誌面の都合で掲載できないこともありますので、ご了承
ください）。８月号締切：７月１日／９月号締切：８月３日

▶問い合わせ先
〒879-7198
豊後大野市三重町市場1200
豊後大野市役所総務課　広報広聴係
　 0974-22-1166（内線2472）

｢ゆらり ひらり｣
～みんなの憩いの場～
６月のオープン日

第21回豊後大野市美術展を開催

日時　６月８日㈪、24日㈬　10時～16時
場所　大野町田中932-1　

会期　６月２日㈫～７日㈰　９時～17時
　　　(最終日は、12時30分から総会・合評会)
場所　エイトピアおおの２階　ギャラリー
搬入　５月31日㈰　13時～14時 その後飾り付け
作品　絵画、工芸、彫刻（各5点まで）
出品資格　市内在住者・出身・関係者で高校生以上とする
テーマ　自由
出品料　1,000円

 

　古民家ひらりオープンします。利用は無料で
す。飲食物などは自由にご持参ください(提供はあ
りません)。　

▶問い合わせ先　☎080-6664-4987（灰谷）▶問い合わせ先　坪矢　☎090-3732-7621
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くらしの
カレンダー 月

▲市公式X
　アカウント

▲市公式Facebook
　アカウント

▲市公式LINE
　アカウント

６月の行政相談日程表
会場名（担当者） 相談日時

中央公民館（河野和生） ６月８日㈪ 10時〜12時

清川支所（羽田野光江） ６月19日㈮ 10時〜12時

緒方公民館（波多野愼治） ６月８日㈪ 10時〜12時

朝地支所（後藤和幸） ６月10日㈬ 10時〜12時

大野公民館（左右知新一） ６月22日㈪ 10時〜12時

千歳支所（牧忠則） ６月11日㈭ 10時〜12時

大分行政監視行政相談センター
　☎ 097-532-3715

左手の親指と人差し
指で作った丸に右手
の人差し指をつける

６

欲しい情報を
自分で選べるよ

 登録方法　LINEの友だち追加から「検索」を選び、
ID「@bungoono-city」で検索して友だちに追加。
◆アカウント名「豊後大野市役所」

LINE 公式アカウント友だち募集中

公式X・Facebook

豊後大野市医師会の日曜日・祝日の輪番在宅当番医
当番日 医療機関名 電話番号

６ 月７ 日㈰ 土生医院（三重町） 0974-22-0444

６ 月14日㈰ 岡本医院　おかもと糖尿病･内分泌クリニック（犬飼町） 097-578-0210

６ 月21日㈰ 麻生眼科（三重町） 0974-22-0021

６ 月28日㈰ 天心堂おおの診療所（大野町） 0974-34-3331

小児科休日当番医
当番日 医療機関名 電話番号

６ 月７ 日㈰ 豊後大野市民病院（緒方町） 0974-42-3121

６ 月14日㈰ 豊後大野市民病院（緒方町） 0974-42-3121

６ 月21日㈰ 豊後大野市民病院（緒方町） 0974-42-3121

６ 月28日㈰ 豊後大野市民病院（緒方町） 0974-42-3121

７ 月５ 日㈰ 豊後大野市民病院（緒方町） 0974-42-3121

※  当番医療機関についてはやむを得ず変更になる場合がありますの
で、受診の際は事前に電話等でお確かめください。

救急告示施設   豊後大野市民病院（緒方町）  0974-42-3121
帰巖会 みえ病院（三重町）☎0974-22-2222　福島病院（三重町）☎0974-22-3321

診療時間
９時～17時

※  院外薬局が休みの場合には、あらかじめ用意された約束処方となることがありますので、ご了承ください。
※  当番医療機関については、やむを得ず変更になる場合がありますので、緊急の場合は、受診される医療

機関に電話等でお確かめください。
※  毎月の当番表については、各医療機関の院内に掲示しています。

医療機関、当番日によって異なりますので、あらかじめ医療
機関に電話等でお問い合わせください。

受付 ･ 診療時間

６月号は「さくらんぼ」を紹介。
皆さんも一緒にやってみましょう。

（協力  手話サークルさくらんぼ）

▶問い合わせ先　社会福祉課　障がい支援係　  0974-22-3083（内線2151）

※  ケーブルテレビ「みてみてぶんごおおの
便利カレンダー」で会話編「手話でお
しゃべり」を放送します。

覚えよう！ワンポイント手話 果物関係シリーズ「さくらんぼ」

市の様々な情報を発信中！
右の二次元コードから
フォローお願いします！

無料相談のご案内
家事・民事出張相談

※ただし、手続き案内に限ります。
日時：18日㈭　９時30分～15時30分
※３日前までの事前予約が必要。
場所：市中央公民館（市役所２階）

大分地方・家庭裁判所　竹田支部
　☎ 0974-63-2040
消費生活相談

日時：毎週火・水・木・金曜日　10時～16時
市消費生活センター（商工観光課内）

　☎ 0974-22-1018
不動産に関する相談

日時：18日㈭　９時～12時
場所：市中央公民館（市役所２階）

総務課　総務係　  0974-22-1002
市清掃センターごみ持ち込み

日時：14日㈰ ９時～12時、13時～16時
市清掃センター　  0974-22-4733

おおいた動物愛護センターから
犬の捕獲について 　放れた犬を見かけた

ら、ご連絡をお願いします。
犬・猫の譲渡について 　おおいた動物愛

護センターへ事前にお問い合わせください。
おおいた動物愛護センター

　☎ 097-588-1122
　大分市大字廻栖野3231番地47

▲ごみ分別アプリ｢さんあ〜る｣
Google Play App Store

ごみ収集日をプッシュ通知
▲ごみ処理手数料 ▲リチウムイオン電池等回収

◆休日歯科診療体制
県内での休日歯科診療の実施は別府市と佐伯市のみです。 

休日当番医を探す場合は、「医療情報ネット（ナビイ）」をご活用
ください。 ▲医療情報ネット
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▼

上坂ゆみえさん

発行／豊後大野市　　編集／総務課発行／豊後大野市　　編集／総務課
〒879-7198　大分県豊後大野市三重町市場 1200　　0974（22）1001　　0974（22）3361〒879-7198　大分県豊後大野市三重町市場 1200　　0974（22）1001　　0974（22）3361
豊後大野市ホームページアドレス　https://www.bungo-ohno.jp/豊後大野市ホームページアドレス　https://www.bungo-ohno.jp/

えぼし公園のぼたん桜は
４月中旬に見頃を迎えます。

〈 〉えぼし公園の
ぼたん桜

～きっかけ～　両親の影響で、小さい頃から演歌
をよく聞いていました。両親は、興味があること
や挑戦したいことをいつも応援してくれ、日本舞
踊や詩吟、民謡などを習わせてもらいました。高
校卒業後、松本先生に弟子入りして、演歌歌手の
道へと進みました。
～嬉しいこと～　歌を聞いてくれた方が、泣いて
喜んでくださった時や「元気が出た。また来て
ね」と言っていただいた時にやりがいを感じま
す。人とのご縁を大切にし、これからも私の歌を
聞いてくださった皆さんが、笑顔になってくれた
ら嬉しいです。
～演歌の魅力～　演歌の魅力は、人生を描いた楽
曲が多いことです。喜怒哀楽やふるさとへの想
い、好きな人への想いなど、人の気持ちや想い出
に寄り添ってくれます。
～これからチャレンジする女性へ～　自分が楽
しいと感じること、やってみたいと思う気持ちを
大切にして、一歩踏み出してみると、きっと新し
い出会いや喜びが待っていると思います。私自
身も周りの方々に支えていただいていますので、
いつも感謝の気持ちを忘れず、前を向いて頑張っ
ていきたいと思います。

「ぶんごおおの生き活き女性」では、地域のさまざま
な分野で活躍している女性を紹介します。今回は、演歌
歌手の上坂ゆみえさんです。
上坂さんは、平成 11年に作曲家の松本弘幸先生に弟
子入りし、同 13 年に徳間ジャパンから「鹿児島本線」
「恋桔梗」でデビュー、板橋新人音楽祭で奨励賞を受賞
しました。各地のラジオや駅で歌を披露するなど松本夫
妻と共に全国を回りました。
その後、結婚を機にしばらく活動を控えていました
が、令和元年に藤プロダクションの誘いで「おんな川」
「夢見坂」を発売し、活動を再開しました。
現在、大分県内を中心に、地域の集まりやサロン、

お祭り、施設などを訪問しています。

演歌歌手
上坂 ゆみえさん（三重町）

豊後大野市のCMが大賞を受賞しました

▲YouTube
　「大分ふるさと
　 チャンネル」

▲市公式
　YouTube

大賞受賞作品は
YouTube で公開中です

３月21日に大分朝日放送（佐古浩敏代表取締役社長）で放送された「大分ふ
るさとＣＭ大賞 THE FINAL」で、本市職員が制作したCM「誰かの「ほし」にな
れるまち」が大賞を受賞しました。
これまでの最高成績は２位で、今回で
最後となる23回目の大会で初めての大
賞です。ちなみに、大会史上初、佐伯市
との同点優勝でした。大賞の副賞とし
て、この CMが県内外で無料で放送され
ます。ロケや出演者としてご協力いただ
いた多くの皆さまに、心から感謝申し上
げます。

▼

佐古代表取締役社長（前列右から 2番目）
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